
平
安
時
代
の
皇
太
子
在
所
と
宮
都

76　（508）

中
　
町
　
美
香
　
子

【
要
約
】
　
本
稿
で
は
、
平
安
期
の
皇
太
子
在
所
の
所
在
地
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
通
し
て
政
治
形
態
や
殺
生
の
変
化
を
考
察
し
た
。
当
初
東
宮
で
あ
っ

た
皇
太
子
在
所
は
、
～
○
世
紀
に
は
内
裏
後
宮
へ
と
移
っ
た
が
、
在
所
が
宮
城
内
（
天
皇
宮
内
）
に
置
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
皇
太
子
個
々
の
事
情
に
よ

ら
な
い
原
則
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
｝
○
世
紀
来
以
降
、
里
内
裏
使
用
時
に
は
、
天
皇
と
の
血
縁
関
係
や
母
親
在
所
と
の
関
係
を
は
じ

め
、
外
戚
や
高
等
と
の
諸
関
係
に
よ
り
在
所
が
定
め
ら
れ
、
天
皇
と
は
必
ず
し
も
問
所
で
は
な
く
な
っ
た
。
更
に
、
＝
世
紀
後
期
に
は
こ
の
変
化
は
平

安
宮
内
裏
に
も
及
び
、
天
皇
が
内
裏
に
居
住
し
て
も
皇
太
子
は
必
ず
し
も
内
裏
に
居
澄
し
な
く
な
っ
た
。
里
第
居
住
は
皇
太
子
の
個
人
的
諸
関
係
が
体
現

さ
れ
、
強
化
さ
れ
る
居
住
形
態
で
あ
り
、
そ
れ
は
政
治
形
態
に
も
影
響
を
与
え
た
と
考
え
る
。
ま
た
、
＝
世
紀
後
期
の
皇
太
子
在
所
の
変
化
は
平
安
宮

の
意
義
の
相
対
化
、
律
令
的
都
城
の
変
質
の
　
側
面
を
示
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
八
五
巻
四
号
　
二
〇
〇
二
年
七
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
宮
都
の
設
計
図
や
そ
の
実
態
は
政
治
理
念
や
政
治
形
態
を
映
す
も
の
と
考
え
ら
れ
、
飛
鳥
芸
風
以
来
平
安
京
に
至
る
ま
で
、
課
試
の
構
造
や

そ
の
変
遷
の
磧
究
は
さ
か
ん
に
行
わ
れ
、
文
献
史
料
と
発
掘
成
果
と
が
相
補
い
、
進
展
し
て
き
た
。
天
皇
の
宮
だ
け
で
は
な
く
、
王
権
の
～
翼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

を
掴
う
太
上
天
皇
・
后
・
皇
太
子
の
宮
に
つ
い
て
も
、
所
在
地
や
構
造
等
、
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
平
安
中
期
以
降
に
は
律
令
的
都
城
の
流
れ
を
く
む
平
安
京
は
中
世
都
市
へ
と
変
貌
し
て
い
く
。
都
市
と
し
て
の
変
貌
は
こ
れ
ま
で
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に
も
様
々
な
角
度
か
ら
検
討
が
行
わ
れ
て
き
て
お
り
、
ま
た
、
近
年
、
院
政
期
の
言
外
院
御
所
の
、
新
た
な
都
市
形
態
と
い
う
視
点
で
の
慨
究

　
　
　
　
　
　
　
②

も
進
め
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
天
皇
在
所
が
平
安
宮
内
裏
か
ら
宮
城
外
の
里
内
裏
へ
移
っ
て
い
く
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
天
皇
在
所
あ
る
い

は
后
や
皇
太
子
等
の
在
所
の
変
化
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
宮
都
研
究
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
機
会
が
少
な
く
、
な
お
検
討
の
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
里
内
裏
の
沿
革
は
、
か
つ
て
橋
本
義
彦
氏
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
里
内
裏
研
究
は
あ
ま
り
深
化
が
な
く
、
個
々
の

邸
宅
研
究
や
政
務
研
究
な
ど
で
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
も
の
の
、
宮
都
に
お
け
る
位
置
付
け
等
は
こ
れ
ま
で
十
分
に
議
論
さ
れ
て
き
た
と

は
い
え
な
い
。
ま
た
、
里
内
裏
使
用
時
の
后
や
皇
太
子
の
在
所
に
は
ま
と
ま
っ
た
研
究
が
少
な
く
、
所
在
地
自
体
も
通
史
的
に
検
討
さ
れ
て
は

い
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
時
期
の
史
料
か
ら
在
所
を
抽
出
す
る
煩
雑
さ
が
原
因
の
～
端
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

は
、
史
料
精
読
の
た
め
に
必
要
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
里
内
裏
と
い
う
形
態
自
体
の
理
解
、
延
い
て
は
こ
の
時
期
の
学
都
全
体
像
の
理
解
を

深
め
る
こ
と
に
も
繋
が
る
と
考
え
る
。

　
ま
た
、
多
様
な
視
点
か
ら
多
く
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
皇
太
子
研
究
に
お
い
て
も
、
平
安
時
代
－
と
く
に
一
〇
世
紀
以
降
の
研
究
は

や
は
り
手
薄
な
観
が
あ
る
。
「
単
な
る
皇
嗣
」
に
す
ぎ
な
く
と
も
、
次
代
の
天
皇
で
あ
る
皇
太
子
は
存
在
自
体
が
政
治
的
で
あ
る
と
い
え
、
そ

の
具
体
的
検
討
は
平
安
時
代
の
政
治
史
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
要
素
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
で
研
究
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
皇
太
子
在
所
は
、
平
安
宮
内
裏
か
ら
里
内
裏
へ
と
い
う
宮
都
の
変
化
の
検
討
の
た

め
に
も
、
政
治
形
態
の
変
化
を
検
討
す
る
上
で
も
有
効
な
材
料
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
さ
て
、
平
安
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
皇
太
子
在
所
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
に
は
、
再
論
と
し
て
山
下
克
明
氏
の
研
究
が
あ
る
。
そ
こ
で

は
、
平
安
京
遷
都
時
の
皇
太
子
安
殿
親
王
以
降
、
醍
醐
天
皇
期
の
皇
太
子
保
明
親
王
ま
で
、
ほ
ぼ
代
々
の
皇
太
子
が
、
正
式
在
所
と
し
て
宮
城

内
の
…
角
に
恒
久
的
に
設
置
さ
れ
た
「
東
宮
」
を
在
所
と
し
て
い
た
こ
と
、
そ
の
後
、
保
明
親
王
麗
去
を
契
機
に
東
宮
は
凶
事
の
場
と
し
て
忌

避
さ
れ
、
以
後
再
び
皇
太
子
の
居
住
を
み
る
こ
と
は
な
く
、
職
曹
司
を
経
て
内
裏
後
宮
の
殿
舎
が
在
所
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
、
な
ど
の
重
要
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
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本
稿
で
は
、
こ
の
成
果
を
基
に
、
と
く
に
一
〇
世
紀
か
ら
　
二
世
紀
に
か
け
て
の
皇
太
子
在
所
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
第
一
の
目
的
と
し
、

そ
こ
か
ら
天
皇
在
所
と
の
関
係
や
こ
の
時
期
の
宮
都
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
い
。

　
な
お
、
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
本
稿
中
、
「
東
宮
」
と
い
う
語
は
宮
城
内
に
皇
太
子
在
所
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い
た
特
定
の
場
所
を
指
す
語

と
し
、
そ
れ
以
外
の
場
所
を
在
所
と
し
て
い
る
場
合
や
皇
太
子
自
身
に
は
用
い
な
い
。
ま
た
、
平
安
宮
内
に
あ
る
内
裏
は
「
平
安
宮
内
裏
」
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

る
い
は
「
内
裏
」
と
し
、
宮
城
外
（
墨
）
に
あ
る
天
皇
在
所
を
指
す
と
き
に
は
必
ず
「
里
」
を
冠
し
て
「
里
内
裏
」
と
表
記
す
る
も
の
と
す
る
。

①
　
先
行
研
究
は
枚
挙
に
い
と
ま
な
い
が
、
紙
幅
の
都
合
上
、
太
上
天
皇
や
后
の
宮

　
を
含
ん
だ
近
年
の
研
究
と
し
て
、
橋
本
義
則
門
天
皇
宮
・
太
上
天
皇
宮
・
皇
后

　
宮
駄
（
噌
古
代
王
権
と
交
流
睡
五
（
ヤ
マ
ト
王
権
と
交
流
の
諸
相
）
名
著
出
版
　
一

　
九
九
四
年
目
、
「
平
安
宮
内
裏
の
成
立
過
程
」
（
『
平
安
宮
成
立
史
の
研
究
』
稿
書
房

　
一
九
九
五
年
）
を
あ
げ
る
に
と
ど
め
る
。

②
井
上
満
郎
「
院
政
期
に
お
け
る
新
都
市
の
開
発
l
l
白
河
と
鳥
羽
を
め
ぐ
っ
て

　
一
一
（
明
中
世
日
本
の
諸
相
山
上
　
吉
川
弘
文
館
　
一
九
八
九
年
）
、
美
川
圭

　
門
鳥
羽
殿
の
成
立
」
（
『
中
世
公
武
権
力
の
構
造
と
展
開
睡
吉
川
弘
文
館
　
二
〇
〇

　
一
年
）
な
ど
。

③
　
　
「
里
内
裏
偏
（
㎎
平
安
京
の
邸
第
』
望
稜
舎
　
｝
九
八
七
年
、
初
出
は
～
九
八
一

　
年
）
。
天
皇
在
所
の
所
在
地
は
、
そ
の
後
、
魍
平
安
京
提
要
』
（
角
川
書
店
　
一
九

　
九
四
年
）
や
明
皇
居
行
幸
年
表
師
（
続
群
書
類
従
完
成
会
　
｛
九
九
七
年
）
等
で

　
よ
り
詳
細
に
示
さ
れ
て
い
る
。

④
　
　
門
平
安
時
代
初
期
に
お
け
る
『
東
宮
』
と
そ
の
所
在
地
に
つ
い
て
」
（
『
古
代
文

　
化
』
三
三
…
コ
一
　
一
九
八
一
年
）
。
本
文
で
引
く
山
下
氏
の
見
解
は
す
べ
て
こ

　
の
論
文
に
よ
る
。

⑤
橋
本
義
彦
氏
は
、
里
の
天
皇
在
所
に
は
後
院
、
臣
下
私
第
、
里
亭
皇
居
の
別
が

　
あ
る
と
さ
れ
る
が
（
「
貴
族
政
権
の
政
治
構
造
」
（
岡
平
安
貴
族
』
平
凡
社
　
一
九

　
八
六
年
、
初
出
は
一
九
七
六
年
）
）
、
そ
れ
ら
の
区
別
は
つ
け
ず
、
す
べ
て
門
里
内

　
裏
」
と
す
る
。
な
お
、
後
院
は
厳
密
に
は
黒
内
裏
で
は
な
い
が
、
便
宜
上
、
含
め

　
て
論
じ
て
い
る
。
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一
　
皇
太
子
の
平
安
宮
内
裏
居
住

ま
ず
、
平
安
宮
内
裏
に
お
け
る
皇
太
子
の
居
住
を
見
て
お
く
。

平
安
宮
内
裏
は
遷
都
以
来
、
常
に
天
皇
の
正
式
な
在
所
と
し
て
あ
っ
た
。
し
か
し
、
憲
平
親
王
（
冷
泉
）
が
皇
太
子
で
あ
っ
た
天
徳
四
年

（
九
六
〇
）
に
焼
亡
し
て
以
降
、
内
裏
は
し
ば
し
ば
火
災
に
見
舞
わ
れ
、
そ
の
度
に
里
に
あ
る
邸
宅
を
里
内
裏
と
し
て
使
用
す
る
よ
う
に
な
る
。
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本
来
は
仮
の
天
皇
在
所
で
あ
っ
た
里
内
裏
は
次
第
に
頻
度
と
期
間
を
増
し
、
～
一
世
紀
半
ば
の
白
河
天
皇
期
に
平
安
宮
内
裏
の
焼
亡
な
く
里
内

裏
を
用
い
る
よ
う
に
な
り
、
一
二
世
紀
に
は
通
常
の
在
所
は
里
内
裏
、
特
別
な
と
き
に
平
安
宮
内
裏
と
い
う
傾
向
が
強
く
な
る
。
そ
し
て
、
つ

い
に
；
一
世
紀
初
期
に
は
平
安
宮
内
裏
は
廃
絶
し
、
黒
内
裏
が
唯
一
の
天
皇
在
所
と
な
る
。
で
は
、
天
皇
の
内
裏
居
住
が
変
化
す
る
こ
の
間
、

皇
太
子
の
内
裏
居
住
は
い
か
な
る
形
で
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
八
世
紀
末
の
安
殿
親
王
（
平
城
）
か
ら
一
二
世
紀
末
の
五
塵
親
王
（
安
徳
）
ま
で
の
三
十
五
例
の
皇
太
子
を
一
覧
に
し
、
立
太
子
後
の
在
所

と
共
に
表
1
に
示
し
た
。
ま
た
、
雪
平
親
王
以
降
に
つ
い
て
は
古
記
録
等
か
ら
調
査
し
た
在
所
の
移
動
を
各
々
図
に
示
し
た
。
た
だ
し
、
皇
太

子
時
代
に
里
第
を
用
い
て
い
な
い
守
平
親
王
（
円
融
）
、
懐
仁
親
王
（
一
条
）
、
在
所
が
明
ら
か
で
な
い
敦
明
親
王
に
つ
い
て
は
図
を
省
略
し
た

（
図
表
は
一
括
し
て
末
尾
に
付
し
た
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
図
は
横
軸
に
時
間
を
と
る
。
ま
た
、
図
中
の
横
線
は
そ
の
邸
宅
へ
の
滞
在
、
縦
線
は
移
動
を
表
す
。
線
が
途
切
れ
て
い
る
も
の
は
移
動
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

（
滞
在
期
闇
）
が
不
明
な
も
の
で
あ
る
。
同
一
の
邸
宅
は
同
じ
高
さ
に
示
す
が
、
複
数
の
邸
宅
を
同
じ
高
さ
に
示
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
た
め
、

詳
し
く
は
各
言
下
の
説
明
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
な
お
、
寺
社
へ
の
参
詣
、
二
・
三
日
内
で
元
の
場
所
に
戻
る
行
幸
・
行
啓
は
原
則
と
し
て

　
　
　
　
　
　
④

図
示
し
な
か
っ
た
。

　
さ
て
、
山
下
氏
の
研
究
に
あ
る
よ
う
に
、
皇
太
子
の
内
裏
居
住
は
一
〇
世
紀
前
期
の
寛
明
親
王
（
朱
雀
）
に
始
ま
る
。
そ
れ
以
前
は
東
宮
を

在
所
と
し
て
い
た
が
、
寛
明
以
後
、
成
明
親
王
（
村
上
）
、
憲
平
親
王
と
内
裏
居
住
は
続
い
て
い
く
。

　
冷
血
親
王
立
太
子
時
の
在
所
決
定
に
関
す
る
記
事
が
、
『
九
条
殿
記
』
（
圃
御
産
部
類
記
』
所
引
）
天
暦
四
年
（
九
五
〇
）
六
月
二
六
日
条
・
七
月

一
一
日
条
に
あ
る
。
こ
の
と
き
、
保
明
親
王
麗
去
後
使
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
東
宮
は
荒
廃
し
て
お
り
、
ま
た
、
職
曹
司
も
慶
頼
王
が
麗
去
し

た
場
所
で
悌
が
あ
っ
て
使
用
で
き
ず
、
皇
太
子
在
所
を
ど
こ
に
置
く
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
結
局
し
ば
ら
く
は
藤
原
師
輔
第
に
怨
讐
す
る
が
、

そ
の
後
の
在
所
に
関
し
て
も
村
上
天
皇
と
師
輔
が
意
見
を
交
わ
し
て
い
る
。
村
上
が
「
東
宮
是
皇
太
子
之
居
処
也
、
何
依
㏄
度
之
凶
事
、
長
棄

其
処
、
歯
釜
修
造
令
住
彼
宮
」
と
、
皇
太
子
の
正
式
在
所
で
あ
る
東
宮
を
主
張
し
た
の
に
対
し
、
東
宮
は
凶
事
の
場
で
あ
り
、
荒
廃
し
て
い
て
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幼
少
の
皇
太
子
が
居
住
す
る
に
は
畏
が
あ
る
と
し
て
師
輔
は
反
対
し
た
。
そ
し
て
、
朱
雀
・
村
上
の
皇
太
子
時
代
、
内
裏
後
宮
を
宿
鷹
と
し
た

例
を
引
き
つ
つ
、
両
親
王
は
妃
腹
で
あ
っ
た
の
で
そ
れ
に
依
ら
ず
、
貞
観
の
代
に
右
大
臣
藤
原
良
相
が
中
老
に
曹
司
を
賜
っ
た
例
に
倣
い
、
桂

芳
坊
を
宿
盧
と
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。

　
こ
の
記
事
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
寛
明
・
成
明
両
親
王
が
内
裏
後
宮
に
在
所
を
置
い
た
の
は
「
后
腹
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
段
階

で
は
内
裏
居
住
は
い
ま
だ
「
后
腹
」
を
利
用
し
た
臨
時
的
措
置
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
后
腹
で
な
い
憲
平
親
王
は
内
裏
後
宮
へ

入
る
こ
と
を
馨
り
、
最
初
は
桂
芳
坊
を
在
所
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
結
局
は
母
の
藤
原
安
子
立
后
以
前
に
内
裏
後
宮
へ
移
っ

た
。
こ
れ
以
降
、
皇
太
子
が
妃
腹
か
否
か
を
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
ま
た
、
東
宮
が
在
所
と
し
て
候
補
に
あ
が
る
こ
と
も
史
料
に

　
　
　
　
　
　
⑤

は
見
え
な
く
な
る
。
師
貞
親
王
（
花
山
）
は
早
撃
で
な
く
現
天
皇
の
皇
子
で
も
な
い
、
里
第
か
ら
直
接
に
内
裏
後
宮
に
入
っ
た
初
め
て
の
皇
太

子
で
あ
っ
た
。
以
後
、
懐
仁
親
王
、
居
貞
親
王
（
三
条
）
と
、
同
様
の
例
が
続
き
、
内
裏
後
宮
は
皇
太
子
の
在
所
と
し
て
定
着
す
る
。

　
た
だ
し
、
内
裏
後
宮
が
在
所
と
し
て
定
着
し
た
と
い
っ
て
も
、
皇
太
子
は
常
に
内
裏
後
宮
に
居
住
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
下
平
親
王
以

降
は
内
裏
焼
亡
等
に
よ
り
在
所
を
里
に
置
く
こ
と
が
増
え
、
ま
た
、
立
太
子
時
に
天
皇
在
所
が
里
内
裏
で
あ
る
こ
と
も
敦
成
親
王
（
後
｝
条
）

以
後
、
し
ば
し
ば
見
え
る
。
そ
こ
で
、
各
皇
太
子
の
皇
太
子
時
代
を
通
し
て
の
内
裏
居
住
も
、
図
を
参
考
に
見
て
お
き
た
い
。
図
画
、
内
裏
は

最
上
に
示
し
て
い
る
。

　
憲
平
親
王
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
立
太
子
後
は
じ
め
は
桂
芳
坊
を
用
い
た
が
、
天
暦
八
年
（
九
五
四
）
以
降
は
内
裏
後
宮
を
在
所
と
し
た
。

安
子
に
伴
っ
て
里
に
出
る
こ
と
や
服
な
ど
に
よ
り
左
近
衛
府
に
出
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
（
図
1
－
7
・
2
0
・
2
2
・
2
4
）
、
天
皇
在
所
が
内
裏
で
あ
る
問
、

お
お
よ
そ
内
裏
に
居
住
し
て
い
る
。
内
裏
焼
亡
に
よ
り
冷
泉
院
を
在
所
と
し
た
が
、
天
皇
が
再
建
さ
れ
た
内
裏
に
戻
れ
ば
憲
平
も
戻
っ
て
い
る

（
図
－
－
1
5
）
。
師
貞
親
王
（
図
2
）
以
降
も
、
貞
仁
親
王
（
白
河
）
（
図
8
）
ま
で
は
、
一
時
的
に
内
裏
を
出
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
原
則
と
し
て
、

天
皇
の
内
裏
使
用
時
に
は
皇
太
子
も
必
ず
そ
こ
に
居
住
し
て
お
り
、
焼
亡
に
よ
り
里
に
移
動
し
て
も
、
再
建
後
は
、
天
皇
が
戻
れ
ば
必
ず
皇
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

子
も
速
や
か
に
戻
っ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
こ
れ
は
、
皇
太
子
と
天
皇
の
血
縁
に
は
関
係
な
く
（
表
－
参
照
）
、
い
ず
れ
の
皇
太
子
で
も
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同
様
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
実
仁
親
王
（
図
9
）
以
降
に
な
る
と
、
必
ず
し
も
天
皇
の
内
裏
居
住
に
連
動
し
て
皇
太
子
在
所
が
内
裏
に
置
か
れ
る
わ
け
で
は

な
く
な
る
。
例
え
ば
、
実
仁
親
王
や
宗
仁
親
王
（
鳥
羽
）
（
図
1
0
）
は
立
太
子
時
、
平
安
宮
内
裏
が
天
皇
在
所
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内

裏
を
在
所
と
せ
ず
、
里
第
を
用
い
て
い
る
。
そ
の
後
も
皇
太
子
時
代
を
通
し
て
、
天
皇
が
内
裏
を
在
所
と
し
て
い
る
期
間
も
ほ
と
ん
ど
里
第
で

過
ご
し
て
お
り
、
内
裏
に
入
る
場
合
で
も
短
期
間
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
憲
仁
親
王
（
高
倉
）
（
図
1
3
）
は
全
く
内
裏
を
在
所
と
し
て
い

な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
時
期
で
も
守
仁
親
王
（
～
渠
）
（
図
1
2
）
の
場
合
は
後
白
河
天
皇
が
内
裏
に
あ
る
と
き
共
に
居
住
し
て
い
る
（
図
1
2
－
1
8
）
。

な
お
、
体
仁
親
王
（
近
衛
）
（
図
1
1
）
や
言
仁
親
王
（
図
1
4
）
の
皇
太
子
時
代
は
天
皇
の
内
裏
使
用
自
体
が
な
い
。

　
ま
た
、
内
裏
後
宮
に
お
い
て
使
用
し
た
殿
舎
の
わ
か
る
も
の
を
表
2
に
示
し
た
。
初
め
の
寛
明
親
王
は
母
后
と
同
じ
殿
舎
で
あ
る
弘
客
殿
等

を
用
い
た
が
、
以
後
は
主
に
は
塁
塞
舎
か
昭
陽
舎
が
用
い
ら
れ
た
。
凝
華
舎
と
昭
陽
舎
の
使
い
分
け
の
基
準
は
明
確
に
は
見
え
な
い
が
、
血
縁

関
係
に
よ
る
差
で
は
な
く
、
加
齢
と
共
に
凝
華
舎
よ
り
昭
陽
舎
を
使
用
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
も
と
は
母
の
殿
舎

の
傍
と
い
う
こ
と
で
凝
華
舎
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
が
先
例
と
な
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
天
皇
の
近
辺
が
志
向
さ
れ
た
の
か
、

そ
の
後
も
凝
華
舎
が
在
所
と
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
し
て
、
皇
太
子
自
身
や
天
皇
の
結
婚
な
ど
に
よ
っ
て
後
宮
利
用
の
便
宜
の
た
め
、
天

皇
の
居
住
空
間
で
あ
る
清
涼
殿
と
離
れ
た
と
こ
ろ
を
在
所
と
す
る
方
が
都
合
の
よ
い
事
情
が
生
じ
て
く
る
と
、
昭
陽
舎
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
以
上
、
皇
太
子
の
平
安
宮
内
裏
居
住
を
検
討
し
た
。
そ
こ
か
ら
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
内
裏
後
宮
は
一
〇
世
紀
前
期
に

皇
太
子
在
所
と
し
て
登
場
し
、
一
〇
世
紀
後
期
に
は
、
東
宮
に
代
わ
り
恒
常
的
な
在
所
と
し
て
定
着
し
た
。
皇
太
子
は
そ
の
出
自
一
妃
腹
か

否
か
や
、
天
皇
と
の
血
縁
な
ど
一
に
関
係
な
く
、
必
ず
内
裏
後
宮
を
在
所
と
し
、
焼
亡
な
ど
に
よ
り
里
第
を
使
用
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、

皇
太
子
時
代
を
通
し
て
天
皇
が
平
安
宮
内
裏
を
在
所
と
し
て
い
る
と
き
に
は
同
じ
く
そ
こ
に
居
住
し
た
。
す
な
わ
ち
、
内
裏
居
住
は
皇
太
子

個
々
の
事
情
に
よ
ら
な
い
原
則
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
一
一
世
紀
後
期
に
は
そ
の
原
則
は
崩
れ
出
し
、
天
皇
が
内
裏
を
在
所
と
し
て

81　（513）



も
皇
太
子
が
内
裏
を
在
所
と
し
な
い
と
い
う
例
が
現
れ
て
き
た
。

　
①
　
立
太
子
同
臼
践
酢
の
四
例
を
含
む
。
畦
康
親
王
（
光
孝
）
・
雅
仁
親
王
（
後
白

　
　
河
）
は
立
太
子
が
確
認
で
き
な
い
た
め
除
い
た
。

　
②
横
軸
の
目
盛
り
の
と
り
方
は
各
院
で
異
な
る
の
で
要
注
意
（
不
均
等
部
分
に
は

　
　
閏
月
を
含
む
）
。

　
③
典
拠
番
号
が
あ
る
場
合
、
そ
の
時
点
ま
で
は
滞
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を

　
　
示
す
。
番
号
が
付
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
線
の
長
さ
は
便
宜
的
な
も
の
。
な
お
、
図

　
　
中
の
邸
宅
の
名
称
は
複
数
あ
る
場
合
で
も
便
宜
上
統
～
し
て
示
し
て
い
る
。
ま
た
、

　
　
邸
宅
に
付
け
ら
れ
る
「
院
」
「
殿
」
門
第
扁
「
宅
偏
等
の
語
は
史
料
に
見
え
る
語
の

　
　
一
つ
を
と
っ
て
記
し
、
特
に
使
い
分
け
は
し
て
い
な
い
。

　
④
　
短
期
問
で
戻
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
方
違
等
で
期
問
の
不
明
な
も
の
も
原
則
と

　
　
し
て
除
外
。

　
⑤
た
だ
し
、
当
初
、
維
持
す
る
意
志
は
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
山
下
氏
の
研
究
で

　
も
指
摘
が
あ
っ
た
が
、
天
禄
四
年
（
九
七
三
）
に
東
宮
修
造
の
た
め
忌
を
勘
申
し

　
た
こ
と
が
、
隅
小
右
記
』
治
安
王
様
（
皿
〇
二
三
）
九
月
二
日
条
に
見
え
る
。

⑥
図
雫
1
5
、
図
3
－
1
0
、
図
4
－
3
、
図
7
9
、
図
苧
7
等
は
、
天
皇
の
還
御

　
よ
り
や
や
遅
れ
て
皇
太
子
が
戻
る
が
、
そ
れ
で
も
約
二
か
月
以
内
に
は
戻
っ
て
い

　
る
。

⑦
守
平
は
初
め
昭
賜
舎
、
後
に
凝
華
舎
で
あ
り
、
他
の
例
と
は
異
な
る
が
、
立
太

　
子
時
、
天
皇
は
清
涼
殿
を
在
所
と
せ
ず
麗
景
殿
を
用
い
て
お
り
（
安
和
元
年
一
〇

　
月
八
日
に
清
涼
殿
に
移
御
）
、
そ
の
た
め
、
昭
陽
舎
を
使
用
し
た
の
で
は
な
い
だ

　
ろ
う
か
。
ま
た
、
敦
良
は
元
服
・
結
婚
後
も
し
ば
ら
く
凝
華
舎
を
使
用
し
た
が
、

　
こ
れ
は
天
皇
が
后
を
一
人
し
か
も
た
な
か
っ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ

　
な
い
。
親
仁
も
結
婚
後
な
が
ら
当
初
凝
華
舎
を
使
用
し
た
が
、
こ
の
と
き
天
皇
は

　
清
涼
殿
で
は
な
く
昭
陽
舎
を
使
用
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
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二
　
皇
太
子
の
里
第
居
住

1

皇
太
子
在
所
と
里
内
裏

　
次
に
、
下
平
親
王
以
降
の
皇
太
子
の
里
第
居
住
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
天
皇
在
所
で
あ
る
里
内
裏
と
の
関
係
を
検
討
す
る
。
便
宜
上
、
平
安
宮

内
裏
居
住
の
変
化
の
境
目
で
あ
っ
た
実
仁
親
王
で
前
後
に
分
け
、
再
び
図
か
ら
見
て
い
き
た
い
。

　
ま
ず
、
貞
仁
親
王
（
図
8
＞
ま
で
を
見
る
。
図
か
ら
は
皇
太
子
在
所
が
里
内
裏
と
同
所
あ
る
い
は
近
所
の
場
合
と
、
他
所
（
遼
所
）
の
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　
例
え
ば
、
憲
平
親
王
は
天
徳
四
年
（
九
六
〇
）
の
内
裏
焼
亡
に
よ
っ
て
、
村
上
天
皇
と
共
に
冷
泉
院
に
移
っ
て
い
る
（
図
－
－
1
1
）
。
師
貞
親
王
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は
、
天
延
四
年
（
九
七
六
）
の
内
裏
焼
亡
で
円
融
天
皇
が
堀
川
第
に
移
っ
た
の
に
対
し
閑
院
に
移
っ
て
い
る
が
（
図
2
－
7
・
8
）
、
こ
の
二
つ
の

邸
宅
は
隣
接
し
て
い
る
。
ま
た
、
天
元
五
年
（
九
八
；
の
焼
亡
の
際
に
も
円
融
は
堀
川
第
、
師
貞
は
閑
院
を
在
所
と
し
て
い
る
（
図
2
－
1
6
・

1
7
）
。
敦
良
親
王
（
後
朱
雀
）
は
寛
仁
元
年
（
一
〇
～
七
）
八
月
九
日
に
里
内
裏
で
あ
っ
た
一
条
院
で
立
太
子
し
た
後
、
後
一
条
天
皇
が
内
裏
に

戻
る
ま
で
の
間
同
じ
く
一
条
院
に
お
り
（
図
5
－
エ
か
ら
2
）
、
親
仁
親
王
（
後
冷
泉
）
は
長
暦
三
年
（
一
〇
三
九
）
の
土
御
門
第
と
憲
房
宅
（
陽
明

　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
垂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

門
第
）
（
図
6
－
1
0
・
1
1
）
や
長
久
四
年
（
一
〇
四
三
）
の
一
条
院
（
図
6
－
1
8
）
な
ど
で
近
所
や
同
所
を
在
所
と
し
て
い
る
こ
と
が
見
え
る
。

　
こ
れ
ら
に
対
し
、
例
え
ば
、
居
貞
親
王
は
、
一
条
院
と
東
三
条
第
（
図
3
－
7
・
8
・
1
2
）
や
、
一
条
院
と
枇
杷
殿
（
図
3
－
1
7
）
、
枇
杷
殿
と
故
雅

信
　
黒
甜
（
図
3
－
2
0
・
2
1
）
な
ど
、
一
条
天
皇
と
は
離
れ
た
場
所
を
在
所
と
す
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
、
敦
成
親
王
も
三
条
天
皇
が
枇
杷
殿
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

里
内
裏
と
し
て
い
る
と
き
土
御
門
第
を
在
所
と
す
る
な
ど
（
図
4
－
9
・
1
0
・
1
4
）
、
や
は
り
離
れ
た
場
所
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
尊
仁
親
王
（
後
三

条
）
の
場
合
、
在
所
不
明
期
間
も
多
い
が
、
判
明
し
て
い
る
在
所
は
里
内
裏
と
離
れ
て
お
り
（
図
7
－
9
ま
で
、
1
0
・
1
1
、
1
5
か
ら
1
7
、
2
6
・
2
7
な
ど
）
、

他
所
で
あ
る
こ
と
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
町
明
親
王
の
在
所
は
不
明
で
あ
る
が
、
後
一
条
天
皇
の
里
内
裏
と
は
別
で
あ
っ
た
と
考
え
得

⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

る
。
な
お
、
貞
仁
親
王
は
他
所
の
例
が
見
え
る
が
（
図
8
－
－
・
6
）
、
判
明
し
た
期
間
が
少
な
い
こ
と
も
あ
り
、
里
内
裏
と
の
遠
近
の
判
断
は
保

留
し
て
お
く
。

　
皇
太
子
在
所
と
里
内
裏
と
の
関
係
が
皇
太
子
問
で
異
な
る
の
は
、
天
皇
と
皇
太
子
の
血
縁
関
係
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
す
な
わ

ち
、
表
1
の
血
縁
関
係
と
見
比
べ
る
と
、
師
貞
な
ど
若
干
例
外
は
あ
る
が
、
在
所
が
里
内
裏
と
同
所
や
近
所
の
皇
太
子
は
天
皇
と
の
関
係
が
父

子
や
同
母
兄
弟
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
離
れ
て
い
る
場
合
に
は
従
兄
弟
や
異
母
兄
弟
な
ど
血
縁
関
係
も
離
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
い
え
る
。

　
次
に
、
実
仁
親
王
以
降
を
見
る
。
ま
ず
、
実
仁
親
王
は
天
皇
と
の
血
縁
関
係
は
異
母
兄
弟
で
あ
っ
た
。
在
所
不
明
の
期
間
も
あ
る
が
、
や
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

り
里
内
裏
の
場
所
と
は
無
関
係
に
在
所
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
（
図
9
）
。
次
の
宗
仁
親
王
は
堀
河
天
皇
の
実
子
で
あ
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
同
所
に
住
ま
ず
、
多
く
の
場
合
、
祖
父
白
河
院
の
御
所
に
居
住
し
て
い
る
（
図
－
o
）
。
守
仁
親
王
も
後
白
河
天
皇
の
実
子
で
あ
っ
た
が
、

立
太
子
し
た
当
初
は
父
で
あ
る
後
白
河
と
は
離
れ
て
祖
父
鳥
羽
院
の
近
所
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
（
図
1
2
－
1
1
ま
で
）
。
た
だ
し
、
鳥
羽
83　（515）



没
後
に
は
天
皇
と
同
所
に
あ
る
こ
と
が
多
く
見
え
る
。
一
方
、
波
枕
親
王
は
父
高
倉
天
皇
と
同
所
に
あ
り
、
祖
父
の
後
白
河
院
と
は
他
所
で
あ

る
（
図
1
4
）
。
ま
た
、
憲
仁
親
王
は
六
条
天
皇
と
の
関
係
が
甥
叔
父
と
遠
く
、
当
然
な
が
ら
天
皇
と
同
所
で
は
な
く
、
父
で
あ
る
後
篇
品
等
の

御
所
を
在
所
と
し
て
い
た
（
図
1
3
）
。
由
仁
親
王
は
崇
徳
天
皇
と
は
異
母
兄
弟
で
あ
っ
た
。
在
所
の
不
明
な
期
間
が
多
い
上
、
判
明
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

も
の
も
同
所
の
例
と
他
所
の
例
が
見
え
、
明
確
な
傾
向
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
父
で
あ
る
鳥
羽
院
と
も
他
所
で
あ
っ
た
（
図
1
1
）
。

　
天
皇
と
の
血
縁
関
係
は
や
は
り
同
所
か
他
所
か
を
決
め
る
重
要
な
要
素
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
期
に
は
天
皇
だ
け
で
は
な
く
院
と
の
関
係

も
加
わ
り
、
天
皇
・
院
が
父
・
祖
父
で
あ
れ
ば
、
政
治
情
勢
等
に
応
じ
、
各
々
と
同
所
を
在
所
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
、
平
安
宮
内
裏
で
は
天
皇
と
の
血
縁
関
係
に
か
か
わ
ら
ず
、
等
し
く
内
裏
後
宮
に
居
住
し
て
い
た
皇
太
子
で
あ
っ
た
が
、
里
に
お
い
て

は
皇
太
子
在
所
と
里
内
裏
の
関
係
に
、
天
皇
と
の
血
縁
関
係
が
大
き
く
影
響
し
て
く
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
な
お
、
師
貞
親
王
の
場
合
は
、
天

皇
と
の
血
縁
関
係
は
叔
父
甥
と
遠
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
里
内
裏
の
近
く
を
在
所
と
し
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。

2

皇
太
子
在
所
と
母
親
在
所

　
前
節
で
は
皇
太
子
在
所
と
里
内
裏
と
の
関
係
を
中
心
に
見
た
が
、
こ
こ
で
母
親
在
所
と
の
関
係
も
考
え
て
み
た
い
。
図
に
は
母
（
あ
る
い
は
、

母
が
死
去
し
て
い
る
場
合
、
同
居
の
例
が
見
え
る
祖
母
）
の
在
所
も
わ
か
る
も
の
に
つ
い
て
は
示
し
て
い
る
。

　
吉
平
・
敦
成
・
敦
良
・
尊
皇
・
実
仁
・
体
仁
・
憲
仁
二
士
仁
の
各
親
王
は
立
太
子
後
も
長
く
母
が
存
命
で
あ
る
の
で
、
ま
ず
こ
れ
ら
の
皇
太

子
を
検
討
す
る
。

　
憲
平
親
王
は
母
の
藤
原
安
子
と
（
図
－
）
、
敦
成
親
王
お
よ
び
敦
良
親
王
は
母
の
藤
原
彰
子
と
（
図
4
・
図
5
）
、
悪
澄
親
王
は
母
の
平
徳
子
と

（
図
1
4
）
、
里
第
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
同
所
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
尊
仁
親
王
の
母
禎
子
内
親
王
、
憲
仁
親
王
の
母
平
滋
子
は
ど

ち
ら
も
在
所
不
明
の
期
間
が
多
い
が
、
判
明
し
て
い
る
中
で
は
、
愚
計
の
場
合
、
立
太
子
時
か
ら
内
裏
移
御
ま
で
（
図
7
－
9
ま
で
）
、
内
裏
焼

亡
に
よ
り
閑
院
に
移
っ
た
永
承
三
年
（
一
〇
四
八
）
一
一
月
二
日
か
ら
四
年
六
月
二
三
日
の
閑
院
焼
亡
ま
で
の
間
（
図
7
－
1
0
か
ら
1
2
）
等
で
、
禎 84　（516）



平安時代の皇太子在所と宮都（中町）

子
内
親
王
と
同
所
に
居
住
す
る
こ
と
が
見
え
る
。
ま
た
、
憲
仁
の
場
合
、
平
滋
子
は
後
白
河
院
と
同
所
で
あ
る
こ
と
が
多
い
と
思
わ
れ
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

憲
仁
と
も
同
所
や
近
所
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
図
1
3
）
。
実
仁
親
王
の
場
合
は
母
の
源
基
子
の
在
所
が
ほ
と
ん
ど
判
明
し
な
い
の
で
、
図

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
は
父
方
祖
母
に
あ
た
る
禎
子
内
親
王
（
陽
明
門
院
）
を
載
せ
た
が
、
閑
院
や
三
条
坊
門
室
町
第
で
同
所
に
あ
る
の
が
見
え
る
（
図
♀
9
2
2
）
。

体
仁
親
王
に
つ
い
て
は
不
明
部
分
が
多
い
が
、
後
に
は
母
の
藤
原
得
子
と
ほ
と
ん
ど
同
所
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
居
貞
・
親
仁
・
貞
仁
・
宗
仁
・
守
仁
の
各
親
王
の
母
親
は
い
ず
れ
も
立
太
子
前
に
死
去
し
て
お
り
、
ま
た
、
師
貞
親
王
の
母
親
の
死
去
は
立

　
　
　
　
　
　
　
⑫

太
子
後
で
は
あ
る
が
、
生
前
に
は
里
第
の
使
用
が
な
い
た
め
、
こ
れ
ら
の
親
王
に
つ
い
て
は
、
里
に
お
け
る
皇
太
子
在
所
と
母
親
在
所
の
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
中
、
親
仁
は
祖
母
（
お
よ
び
伯
母
）
に
あ
た
る
藤
原
彰
子
に
養
育
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
憲
房
宅

や
法
成
寺
（
土
御
門
第
東
）
な
ど
で
彰
子
と
同
所
あ
る
い
は
近
所
に
居
住
し
て
い
る
の
が
見
え
る
（
図
6
－
1
1
か
ら
1
3
）
。
ま
た
、
守
仁
は
藤
原
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

子
が
養
育
し
た
と
さ
れ
る
。
得
子
は
鳥
羽
院
と
多
く
同
所
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
鳥
羽
院
存
命
中
は
守
仁
は
得
子
と
も
近
所
に
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
。

　
以
上
よ
り
、
里
で
の
皇
太
子
在
所
は
母
親
在
所
と
の
関
係
が
強
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
先
に
述
べ
た
里
内
裏
と
の
関
係
も
、
こ
の
関
係
が
基

に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
天
皇
と
の
血
縁
が
遠
い
場
合
、
当
然
母
親
在
所
は
里
内
裏
と
他
所
に
あ
り
、
母
親
と
同
所
に
居
住
す
る

皇
太
子
も
里
内
裏
と
は
他
所
に
な
る
が
、
天
皇
の
皇
子
や
同
母
弟
で
あ
る
場
合
、
皇
太
子
の
母
も
里
内
裏
に
居
住
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
母

と
同
所
に
居
住
す
る
の
で
天
皇
と
も
同
所
で
あ
っ
た
と
考
え
得
る
。
そ
う
考
え
る
な
ら
、
親
仁
親
王
や
貞
仁
親
王
な
ど
が
父
子
の
関
係
で
あ
り

な
が
ら
天
皇
と
同
所
に
居
住
し
な
い
こ
と
が
あ
る
の
は
、
年
齢
が
比
較
的
高
い
こ
と
も
要
因
か
も
し
れ
な
い
が
、
母
親
が
死
去
し
て
い
る
こ
と

も
関
係
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
宗
風
親
王
や
守
仁
親
王
も
父
で
あ
る
天
皇
と
同
所
に
な
い
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
院
と
の
関
係
が
大
き
な

要
因
で
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
母
親
の
死
去
の
影
響
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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3

皇
太
子
在
所
と
な
る
邸
宅

86 （518）

　
皇
太
子
の
里
で
の
在
所
は
決
ま
っ
た
邸
宅
で
は
な
く
、
様
々
な
場
所
が
用
い
ら
れ
た
。
各
皇
太
子
の
用
い
た
邸
宅
と
そ
の
と
き
の
邸
宅
所
有

者
（
ま
た
は
使
用
者
）
を
史
料
か
ら
抜
き
出
し
、
表
3
に
示
し
た
。
そ
れ
を
参
考
に
、
皇
太
子
在
所
の
提
供
者
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
ま
ず
、
外
戚
が
邸
宅
提
供
者
と
な
っ
て
い
る
例
が
多
く
見
え
る
。
例
え
ば
、
憲
平
親
王
の
師
輔
第
・
伊
歩
宅
、
駈
落
親
王
の
｝
条
第
、
居
回

　
　
　
　
　
　
⑰

親
王
の
東
三
条
院
・
南
院
・
土
御
門
第
・
枇
杷
殿
、
敦
成
親
王
の
高
倉
第
・
土
御
門
第
、
親
仁
親
王
の
土
御
門
第
、
言
仁
親
王
の
六
波
羅
第
な

ど
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
外
戚
関
係
者
の
邸
宅
と
し
て
は
、
居
貞
の
道
綱
大
炊
御
門
第
・
頼
通
家
が
あ
る
。
ま
た
、
親
仁
の
憲
房
宅
も
含
め
ら

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
憲
房
は
藤
原
惟
憲
の
子
で
、
父
子
共
に
道
長
・
頼
通
の
家
司
で
あ
っ
た
。

　
羽
音
親
王
以
降
に
は
院
や
そ
の
関
係
者
が
提
供
し
た
邸
宅
も
散
見
す
る
。
例
え
ば
、
宗
仁
親
王
の
高
松
殿
・
大
炊
殿
、
守
仁
親
王
の
鳥
羽
殿
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

憲
仁
親
王
の
法
住
寺
殿
・
七
条
殿
、
言
仁
親
王
の
法
住
寺
殿
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
禁
圧
の
雅
実
土
御
門
殿
も
白
河
院
の
御
所
と
な
っ
た
邸
宅

で
あ
る
。
守
仁
の
四
条
高
倉
家
も
、
惟
方
は
鳥
羽
院
司
で
あ
っ
た
の
で
院
関
係
者
に
よ
る
提
供
と
も
い
え
る
。
な
お
、
実
仁
親
王
の
四
条
坊
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

第
を
提
供
し
た
実
政
は
後
三
条
院
の
院
司
で
あ
っ
た
が
、
邸
宅
提
供
は
後
三
条
院
没
後
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
春
宮
坊
官
人
が
提
供
す
る
例
も
あ
る
。
例
え
ば
、
居
回
親
王
の
道
綱
大
炊
御
門
第
・
頼
通
家
・
高
階
豊
艶
宅
、
豊
成
親
王
の
頼
通
高
倉
第
、

貞
仁
親
王
の
源
師
忠
宅
、
守
仁
親
王
の
撃
方
四
条
高
倉
家
、
憲
仁
親
王
の
邦
綱
土
御
門
東
洞
院
第
で
あ
る
。
鞘
鳴
親
王
の
閑
院
も
能
信
邸
宅
で

あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
彼
は
春
宮
大
夫
で
あ
っ
た
。
な
お
、
撃
方
母
は
守
仁
乳
母
で
あ
り
、
邦
心
事
は
憲
仁
乳
母
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
師
事
の
閑

院
は
兼
通
の
男
朝
光
が
春
宮
大
夫
、
垂
下
の
能
長
三
条
第
は
半
長
養
父
が
春
宮
大
夫
能
信
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
ら
も
春
宮
坊
官
人
関
係
者
の

邸
宅
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
外
戚
で
は
な
い
摂
関
家
の
邸
宅
を
使
用
し
て
い
る
例
も
、
師
貞
親
王
の
閑
院
、
宗
仁
親
王
の
重
陽
院
、
憲
仁
親
王
の
東
三
条
第
な
ど
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
そ
の
ほ
か
、
居
貞
親
王
の
用
い
た
｝
豊
肥
は
、
源
雅
信
死
後
、
室
の
穆
子
が
居
住
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
婿
の
道
長
あ
る
い
は
道
綱



平安時代の皇太子在所と宮都（中町）

と
の
関
係
に
よ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
一
条
院
別
納
庁
は
一
条
院
の
付
属
施
設
と
い
う
性
格
を
も
つ
。
～
条
院
は
一
条
天
皇
の
生
母

詮
子
に
献
上
さ
れ
た
場
所
で
あ
り
、
こ
の
と
き
里
内
裏
と
な
っ
て
い
た
。
敦
成
親
王
が
一
条
院
を
在
所
と
し
て
い
た
と
き
に
は
母
の
彰
子
も
同

居
し
て
い
た
。
貞
仁
親
王
・
実
仁
親
王
の
顕
彰
は
、
当
時
の
所
有
者
が
明
確
で
な
い
。
後
三
条
や
禎
子
内
親
王
が
し
ば
し
ば
在
所
と
し
て
い
た

関
係
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
貞
仁
の
場
合
は
、
母
茂
子
が
閑
吟
を
所
有
し
た
能
信
の
養
女
で
あ
り
、
ま
た
、
能
信
に
渡
る
以
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
諾
諾
を
所
有
し
て
い
た
公
簿
の
血
縁
で
も
あ
る
た
め
、
母
親
の
生
前
の
落
第
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
実
仁
親
王
の
三
条
坊
門
室
町
第
の

所
有
者
も
不
明
で
あ
る
が
、
禎
子
内
親
王
の
御
所
で
も
あ
っ
た
邸
宅
で
あ
る
。
小
野
筥
は
当
時
、
藤
原
兼
工
女
に
伝
領
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ

　
蓼
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
が
、
実
仁
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
の
南
は
禎
子
内
親
王
の
御
所
と
な
っ
て
い
た
場
所
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

　
以
上
、
皇
太
子
が
在
所
と
し
て
用
い
た
邸
宅
を
見
た
。
様
々
な
関
係
に
よ
り
邸
宅
の
提
供
を
受
け
て
い
た
が
、
先
に
見
た
よ
う
に
皇
太
子
は

母
や
天
皇
、
院
と
同
居
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
し
た
が
っ
て
、
提
供
さ
れ
る
邸
宅
も
当
然
、
多
く
は
母
の
御
所
や
里
内
裏
、
院
御
所
に
も
な

っ
て
い
る
場
所
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
皇
太
子
在
所
と
な
る
邸
宅
の
提
供
者
は
一
一
世
紀
半
ば
ま
で
は
母
の
親
兄
弟
、
つ
ま
り
外
戚
（
実
態

と
し
て
は
摂
関
家
）
が
多
く
、
ま
た
、
そ
れ
以
降
は
か
わ
っ
て
、
院
の
近
臣
等
が
提
供
・
献
上
し
た
邸
宅
、
あ
る
い
は
院
の
造
営
し
た
御
所
な

ど
が
多
く
な
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
春
宮
坊
官
人
の
邸
宅
で
あ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
が
、
彼
ら
の
中
に
も
外
戚
関
係
者
や
院
関
係

者
が
見
ら
れ
た
。

　
①
近
所
・
遠
所
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
隣
・
斜
め
な
　
　
　
　
　
（
図
3
－
1
6
・
2
2
・
2
3
）
、
ま
た
、
敦
成
親
王
と
一
二
条
天
皇
も
高
倉
第
と
枇
杷
殿
の
よ

　
ど
、
周
囲
に
接
す
る
邸
宅
を
近
所
と
し
、
～
町
以
上
離
れ
た
邸
宅
は
遠
所
と
す
る
。

②
憲
房
宅
は
陽
明
門
第
と
い
わ
れ
、
『
小
右
記
㎞
寛
仁
二
年
（
一
〇
一
八
）
六
月

　
二
七
日
条
に
「
今
夜
大
殿
移
給
上
東
門
第
云
々
、
春
宮
亮
惟
憲
主
謀
大
殿
西
隣
、

　
新
造
、
今
夜
同
時
移
徒
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
道
長
土
御
門
第
の
西
日
の
、
近
衛

　
大
路
北
富
小
路
西
に
あ
っ
た
と
考
え
得
る
。

③
他
所
に
あ
る
こ
と
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
三
二
2
0
・
2
！
な
ど
。

④
　
と
き
に
居
貞
親
王
と
一
条
天
皇
が
近
所
や
同
所
を
在
所
と
す
る
こ
と
も
あ
り

　
う
に
近
所
を
在
所
と
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
（
図
4
－
9
か
ら
1
0
）
、
全
体
的
に
は

　
や
は
り
離
れ
た
場
所
に
居
住
す
る
こ
と
が
多
い
と
い
え
る
。

⑤
馴
小
右
記
』
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
二
月
一
日
条
に
、
近
衛
・
兵
衛
陣
を
東

　
宮
に
奉
る
宣
旨
を
昨
B
下
し
た
と
い
う
こ
と
が
見
え
、
天
皇
と
同
所
に
あ
る
と
き

　
に
は
兵
衛
は
遣
わ
さ
な
い
こ
と
か
ら
、
立
太
子
時
、
天
皇
と
他
所
で
あ
っ
た
こ
と

　
が
窺
え
る
。
ま
た
、
そ
の
後
も
、
四
大
鏡
㎞
や
皇
太
子
位
辞
退
時
の
古
記
録
の
記

　
事
等
か
ら
他
所
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
。
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⑥
源
師
忠
宅
（
図
8
－
6
）
が
「
四
條
坊
門
西
洞
院
」
（
州
水
左
記
』
承
暦
五
年
八

　
月
一
六
日
条
な
ど
）
な
ら
ば
、
里
内
裏
で
あ
っ
た
吸
条
宮
に
近
い
可
能
性
も
あ
る
。

⑦
堀
州
第
が
里
内
裏
で
あ
る
時
期
に
実
仁
が
隣
の
閑
院
を
在
所
と
す
る
こ
と
が
あ

　
る
が
（
図
9
－
2
6
か
ら
2
8
）
、
他
の
時
期
の
傾
向
か
ら
、
近
所
に
居
住
す
る
こ
と
を

　
意
図
し
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。

⑧
蓬
栄
は
崇
徳
巾
宮
で
あ
っ
た
藤
原
聖
子
の
猶
子
と
さ
れ
る
が
（
噸
兵
範
記
』
久

　
寿
二
年
七
月
二
三
日
条
）
、
そ
の
影
響
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
鳥
羽

　
院
と
も
他
所
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
院
が
京
外
に
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
も
関

　
係
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
（
守
仁
以
降
に
は
等
外
の
皇
太
子
在
所
も
現
れ
て
く

　
る
）
。

⑨
こ
の
期
間
、
後
白
河
院
の
御
所
は
主
と
し
て
法
住
寺
殿
・
七
条
殿
。
平
滋
子
は

　
図
1
3
－
7
・
1
4
・
1
5
等
で
後
白
河
と
共
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
、
そ
の
閾
や
そ

　
の
後
の
在
所
は
明
確
で
は
な
い
が
、
主
に
後
白
河
と
共
に
あ
っ
た
と
判
断
し
、
図

　
も
そ
の
よ
う
に
作
成
し
た
。

⑩
承
暦
三
年
（
一
〇
七
九
）
八
月
　
七
日
、
実
仁
が
陽
明
門
院
に
行
啓
し
た
際
に

　
門
母
氏
女
御
挿
一
晶
宮
同
以
渡
御
」
（
糊
上
房
卿
記
㎞
）
と
あ
る
。
ま
た
、
四
年
～

　
○
月
二
三
日
に
閑
院
が
焼
亡
し
た
際
に
は
「
宮
拝
　
品
宮
・
二
宮
・
女
御
・
前
斎

　
院
令
渡
南
御
堂
給
也
」
（
欄
水
左
記
㎞
）
と
あ
り
、
こ
の
女
御
も
恭
子
で
あ
る
な
ら
、

　
こ
の
頃
、
基
子
が
実
仁
と
同
居
し
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。

⑪
　
図
9
－
9
は
、
『
平
戸
記
騙
寛
元
三
年
（
＝
～
四
五
）
八
月
二
六
日
置
に
あ
る
実

　
仁
親
王
御
着
袴
の
例
を
典
拠
と
す
る
。
こ
れ
に
は
「
於
門
院
被
行
之
、
子
時
此
院

　
為
陽
明
門
院
御
所
敷
」
と
あ
り
、
確
実
な
典
拠
で
は
な
い
が
、
正
し
け
れ
ば
禎
子

　
内
親
王
は
こ
の
と
き
閑
院
を
御
所
と
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
後
に
禎
子

　
内
親
王
の
住
む
二
条
室
町
が
『
親
王
御
元
服
部
類
記
歴
所
引
隅
江
記
価
寛
治
元
年

　
（
一
〇
八
七
）
六
月
二
日
条
に
あ
る
陽
明
門
院
御
在
所
「
二
零
露
室
町
東
」
と
同

　
所
な
ら
ば
小
野
宮
と
は
近
所
と
な
る
（
図
9
－
3
3
か
ら
3
4
）
。

⑫
藤
原
懐
子
は
師
貞
の
立
太
子
後
の
天
延
三
年
（
九
七
五
）
四
月
三
日
に
、
藤
原

　
超
子
は
居
貞
の
立
太
子
前
の
天
元
五
年
（
九
八
二
）
正
月
二
八
日
に
、
藤
原
嬉
子

　
は
親
仁
出
産
註
す
ぐ
の
万
寿
二
年
（
一
〇
二
五
）
八
月
五
日
に
、
藤
原
茂
子
は
貞

　
仁
の
立
太
子
前
の
康
平
五
年
（
一
〇
六
二
）
六
月
二
二
日
に
、
そ
れ
ぞ
れ
死
去
。

　
ま
た
、
藤
原
菰
子
も
康
和
五
年
（
一
一
〇
～
二
）
正
月
二
五
日
に
、
藤
原
猛
子
も
康

　
治
二
年
（
一
一
四
三
）
六
月
二
四
日
に
、
そ
れ
ぞ
れ
宗
仁
、
守
仁
出
産
後
ま
も
な

　
く
死
去
。

⑬
『
栄
花
物
語
隔
巻
第
二
十
七
や
三
十
一
等
の
記
載
に
彰
子
と
共
に
あ
る
こ
と
が

　
見
え
、
そ
の
ほ
か
、
御
五
十
日
、
御
百
日
等
も
彰
子
の
も
と
で
行
っ
て
お
り
、
ま

　
た
、
各
々
土
御
門
第
に
居
住
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
史
料
や
一
緒
に
移
動
し
て

　
い
る
こ
と
が
窺
え
る
史
料
も
見
え
る
こ
と
な
ど
か
ら
彰
子
が
養
育
し
、
同
所
に
あ

　
つ
た
と
解
し
た
。

⑭
燭
台
記
㎞
久
寿
二
年
（
＝
五
五
）
九
月
八
日
条
な
ど
。

⑮
こ
こ
で
は
外
戚
の
範
囲
を
、
母
の
親
・
同
母
兄
弟
（
姉
妹
）
と
し
て
お
く
。

⑯
こ
の
伊
歩
宅
は
史
料
に
よ
っ
て
「
小
一
条
殿
」
と
も
「
東
　
三
宅
」
と
も
記
さ

　
れ
て
い
る
が
、
師
輔
東
一
黙
黙
と
同
所
か
。

⑰
東
三
条
院
は
冷
泉
院
御
所
で
あ
る
時
期
も
あ
り
（
正
暦
六
年
正
月
九
日
以
降
）
、

　
居
貞
は
父
で
あ
る
冷
泉
院
と
一
時
同
所
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
（
た
だ
し
、
本

　
院
と
南
院
の
可
能
性
も
あ
り
）
。

⑱
法
住
春
殿
・
七
条
殿
は
京
外
に
あ
っ
た
南
北
に
連
な
る
後
白
河
の
御
所
。

⑲
剛
写
経
卿
記
』
延
久
四
年
（
一
〇
七
二
）
＝
葺
二
一
日
条
・
開
公
卿
補
任
㎞

　
承
暦
四
年
（
延
久
五
年
四
月
二
〇
日
）
等
よ
り
。
ま
た
、
実
政
は
後
三
条
・
白
河

　
皇
太
子
時
代
の
東
宮
学
士
で
も
あ
っ
た
。

⑳
寛
弘
六
年
（
　
○
〇
九
）
～
○
月
～
四
日
に
頼
豪
家
に
移
り
、
二
二
日
以
前
に

　
高
階
業
遠
宅
に
移
っ
て
い
る
。
方
違
に
よ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
短
期
間
で
あ
る

　
の
で
頼
通
家
と
同
じ
邸
宅
を
指
す
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
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⑳
穆
子
の
死
後
、
雅
通
が
一
条
第
の
券
契
を
道
長
の
と
こ
ろ
に
持
ち
来
る
の
が

　
咽
御
堂
関
白
記
』
長
和
五
年
（
～
〇
一
六
）
一
二
月
三
日
条
に
見
え
る
。
～
条
第

　
に
つ
い
て
は
、
里
…
板
伸
夫
コ
条
殿
」
（
『
平
安
京
の
邸
第
睡
望
幕
舎
　
～
九
八
七

　
年
、
初
出
は
一
九
八
○
年
）
を
参
照
。

⑫
　
閑
院
は
万
寿
四
年
（
｝
〇
二
七
）
に
藤
原
公
季
か
ら
能
信
に
譲
ら
れ
る
が
、
能

　
信
が
康
平
八
年
（
一
〇
六
五
）
に
生
し
た
後
の
黒
黒
の
所
有
者
は
明
確
で
は
な
い

　
（
茂
子
は
康
平
五
年
に
麗
去
）
。
能
信
養
子
の
能
長
（
貞
仁
の
春
宮
大
夫
）
が
伝

　
領
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
公
館
曾
孫
に
あ
た
る
実
季
（
茂
子
異
母
兄
弟
）
も

　
『
藤
卑
分
脈
㎞
に
「
号
後
閑
汐
留
太
相
」
と
あ
り
、
閑
院
に
居
住
し
た
こ
と
が
あ

　
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑳
　
兼
頼
女
は
実
資
孫
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
女
性
は
藤
原
祐
家
の
室
で
、
祐
家
は

　
当
時
、
小
野
宮
中
納
言
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
小
野
宮
の
伝
導
に
関
し
て
は
、
吉
田

　
早
苗
「
藤
原
実
見
の
家
族
」
（
『
日
本
歴
史
隔
三
三
〇
　
一
九
七
五
年
）
に
詳
し
い
。

⑳
　
　
『
拾
芥
抄
』
や
九
条
家
本
『
延
喜
式
㎞
の
付
図
は
小
野
宮
の
南
を
陽
明
門
院
御

　
所
と
す
る
。
こ
れ
は
図
9
－
2
7
・
3
3
に
見
え
る
二
条
室
町
と
同
所
か
。

⑳
　
ほ
か
に
、
実
仁
親
王
の
「
前
斎
院
冷
泉
院
富
小
路
」
が
あ
る
。
こ
の
前
斎
院
は

　
二
条
蜜
小
路
に
邸
宅
の
あ
っ
た
佳
子
内
親
王
で
あ
ろ
う
か
（
『
中
右
記
』
寛
治
六

　
年
四
月
一
日
条
）
。
佳
子
は
実
仁
の
異
母
姉
で
あ
る
。
ま
た
、
体
仁
親
王
の
三
条

　
西
洞
院
第
も
あ
る
が
、
そ
れ
を
提
供
し
た
宗
成
（
『
平
芦
記
隔
寛
元
三
年
八
月
二

　
六
日
条
）
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
宗
成
が
家
成
の
誤
り
だ
と
す
れ
ば
家

　
成
は
春
宮
権
大
夫
で
あ
り
鳥
羽
院
近
臣
で
あ
っ
た
。
な
お
、
享
徳
は
譲
位
後
、
こ

　
の
三
条
西
洞
院
第
を
使
用
し
て
い
る
。

三
　
皇
太
子
在
所
の
変
遷
と
富
都
の
変
質

平安時代の皇太子在所と宮都（中町）

1

平
安
宮
内
裏
居
住
の
背
禦

　
本
章
で
は
、
こ
こ
ま
で
に
分
析
し
た
皇
太
子
在
所
の
変
遷
を
追
い
な
が
ら
、
そ
の
背
景
や
王
都
の
変
質
を
考
え
て
い
き
た
い
。

　
東
宮
か
ら
内
裏
後
宮
へ
の
皇
太
子
在
所
の
移
動
は
、
一
〇
世
紀
に
起
こ
っ
た
顕
著
な
変
化
で
あ
っ
た
。
山
下
氏
の
研
究
で
は
、
そ
の
背
景
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

は
、
律
令
制
か
ら
摂
関
制
へ
の
時
代
の
推
移
の
中
で
皇
太
子
の
社
会
的
・
政
治
的
立
場
が
変
化
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、

九
世
紀
後
半
以
後
、
摂
関
貴
族
が
「
外
戚
関
係
に
あ
る
幼
少
の
皇
子
を
次
々
と
皇
太
子
に
擁
立
す
る
こ
と
に
よ
り
自
家
の
権
力
を
保
持
す
る
手

段
と
し
」
、
こ
う
し
た
状
況
下
、
「
皇
太
子
を
東
筥
に
居
住
せ
し
め
る
必
要
は
甚
だ
希
薄
と
な
り
、
摂
関
家
と
し
て
は
皇
太
子
を
内
裏
に
居
住
せ

し
め
る
こ
と
に
よ
り
、
か
え
っ
て
皇
太
子
を
介
し
て
天
皇
と
の
血
縁
・
精
神
的
紐
帯
を
固
く
し
、
ま
た
自
ら
の
権
威
を
高
め
る
こ
と
が
可
能
で
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あ
っ
た
し
と
す
る
。
確
か
に
最
初
の
寛
明
親
王
の
場
合
、
幼
少
の
皇
子
、
皇
太
子
を
介
し
た
天
皇
と
の
結
合
強
化
の
意
図
等
を
背
景
に
、
内
裏

居
住
が
実
現
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
点
は
そ
の
後
の
皇
太
子
す
べ
て
に
あ
て
は
ま
る
事
情
で
は
な
く
、
定
着
の
要
因
と

し
て
は
別
の
要
素
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
行
研
究
の
繰
り
返
し
に
な
る
部
分
も
あ
る
が
、
ま
ず
内
裏
居
住
の
契
機
か
ら
始
め
、
定
着

の
背
景
を
考
え
た
い
。

　
内
裏
後
宮
に
皇
太
子
が
居
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
直
接
的
契
機
は
、
山
下
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
醍
醐
天
皇
最
初
の
皇
太
子
で
あ
っ
た
保

明
親
王
が
東
宮
で
麗
凝
し
た
こ
と
か
ら
、
凶
事
の
場
と
し
て
東
宮
を
避
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
（
魍
九
条
内
記
』
天
暦
四
年
六
月
二
六
日
条
・

七
月
一
～
日
盛
）
。
し
か
し
、
東
宮
に
代
わ
る
居
所
が
内
裏
後
宮
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
、
大
切
に
育
て
た
ま
だ
幼
い
寛
明
親
王
を
（
『
大
鏡
』
（
昔
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

語
）
）
、
母
親
の
藤
原
単
子
が
手
元
で
養
護
（
後
見
）
す
る
た
め
に
都
合
が
よ
か
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
九
世
紀
半
ば
の
惟
仁
親
王
（
清
和
）
以
降
、
幼
少
の
皇
太
子
が
増
加
し
て
お
り
、
ま
た
、
彼
ら
は
現
天
皇
の
実
子
で
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た

（
表
－
参
照
）
。
母
が
内
裏
に
居
住
す
る
た
め
、
後
見
と
い
う
面
で
、
天
皇
と
皇
太
子
の
在
所
が
別
で
あ
る
こ
と
に
不
便
を
生
じ
て
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
当
時
、
内
裏
は
政
務
や
儀
式
の
場
で
あ
り
、
す
で
に
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
で
は
な
く
、
居
住
空
間
と
し
て
も
徐
々
に
開
か

　
　
　
　
　
　
　
　
③

れ
つ
つ
あ
っ
た
も
の
の
、
特
定
の
人
物
に
だ
け
居
住
が
許
さ
れ
る
特
権
的
空
間
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
寛
明
親
王
は
母
の
穏
子

　
　
　
　
　
　
　
　
④

が
既
に
立
后
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
が
、
保
明
親
王
、
慶
頼
王
と
続
い
た
、
皇
太
子
の
二
度
の
死
と
い
う
一
種
の
危
機
的
状
況
の
中
で
、
内
裏

内
へ
の
在
所
の
移
動
を
容
易
に
し
た
と
思
わ
れ
る
。
惟
仁
以
後
で
は
寛
明
は
初
め
て
の
后
腹
の
皇
太
子
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
当
時
す
で
に

内
裏
居
住
を
可
能
と
す
る
状
況
は
整
っ
て
い
た
が
、
凶
事
が
重
な
っ
た
こ
と
、
皇
太
子
が
幼
少
で
あ
っ
た
こ
と
、
母
が
后
で
あ
っ
た
こ
と
が
そ

の
実
現
の
契
機
に
な
っ
た
と
考
え
る
。

　
内
裏
居
住
は
、
憲
平
親
王
が
母
の
立
后
以
前
に
内
裏
へ
移
っ
て
以
後
、
后
腹
や
血
縁
に
関
係
な
く
、
皇
太
子
一
般
に
広
が
る
こ
と
は
前
述
し

た
。
し
か
し
、
現
天
皇
の
皇
子
（
や
同
母
弟
）
で
な
い
場
合
に
は
、
幼
少
の
皇
太
子
に
対
す
る
母
親
の
後
見
に
便
利
で
あ
る
と
い
う
利
点
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

内
裏
後
宮
に
特
に
は
な
い
。
ま
た
、
山
下
氏
の
言
わ
れ
る
皇
太
子
を
介
し
た
天
皇
と
の
結
合
強
化
も
期
待
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
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平安時代の皇太子在所と宮都（中町）

ら
ず
、
師
貞
親
王
以
降
に
も
内
裏
後
宮
が
在
所
と
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
一
つ
に
は
内
裏
後
宮
の
権
威
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、

后
腹
の
皇
太
子
が
内
裏
後
宮
に
居
住
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
一
種
の
「
特
権
」
と
し
て
考
え
ら
れ
た
と
す
る
な
ら
、
皇
太
子
在
所
と
し
て
の

権
威
が
東
宮
よ
り
も
内
裏
後
宮
の
方
が
高
く
な
っ
て
、
内
裏
後
宮
が
好
ま
れ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ま
た
、
内
裏
居
住
が
東
宮
と
同
じ
く
宮
城
内
居
住
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
考
え
る
な
ら
、
平
安
宮
自
体
の
変
化
も
要
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

豊
楽
院
等
で
行
わ
れ
て
い
た
儀
式
に
は
平
安
中
期
に
去
た
に
内
裏
紫
霊
殿
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
が
あ
り
、
ま
た
、
特
定
の
人
物
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

で
は
あ
る
が
九
世
紀
中
期
以
降
に
は
宮
門
内
に
曹
司
を
も
つ
貴
族
の
例
が
現
れ
る
。
一
〇
世
紀
に
は
入
内
し
た
女
子
や
姉
妹
を
介
し
て
そ
の
範

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

囲
が
広
が
り
、
一
〇
世
紀
後
期
に
は
摂
関
が
職
曹
司
か
ら
内
裏
直
書
へ
政
務
空
間
を
移
す
。
更
に
、
平
安
宮
の
荒
廃
も
一
〇
世
紀
後
期
以
降
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

第
に
進
ん
で
い
く
と
言
わ
れ
る
。
九
世
紀
以
降
、
次
第
に
内
裏
へ
の
機
能
集
中
が
進
み
、
ま
た
、
律
令
制
的
官
人
制
の
再
編
で
、
天
皇
と
の
直

接
的
結
合
の
重
要
度
が
増
し
た
こ
と
に
よ
り
、
一
〇
世
紀
に
は
内
裏
内
（
宮
門
内
）
と
い
う
区
画
の
意
識
が
高
ま
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
平
安
宮
内
部
の
変
化
に
も
、
皇
太
子
在
所
が
内
裏
空
間
へ
取
り
込
ま
れ
る
要
因
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
以
上
、
皇
太
子
の
内
裏
居
住
が
定
着
し
た
要
因
に
つ
い
て
考
え
た
。
摂
関
政
治
の
始
ま
り
と
共
に
幼
少
の
皇
子
が
皇
太
子
と
な
る
こ
と
が
多

く
な
り
、
そ
れ
が
、
母
親
の
後
見
を
受
け
や
す
い
内
裏
後
宮
を
皇
太
子
在
所
と
す
る
背
景
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
形
が
現
天
皇
の
皇
子

（
や
同
母
弟
）
で
は
な
い
皇
太
子
、
し
た
が
っ
て
母
親
在
所
が
内
裏
後
宮
に
な
い
皇
太
子
に
も
及
ん
だ
の
は
、
「
内
裏
内
」
で
あ
る
こ
と
が
「
宮

城
内
」
で
あ
る
こ
と
よ
り
も
、
よ
り
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
平
安
宮
内
部
の
変
化
も
関
係
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
東
宮
か
ら
内
裏
へ
の
在
所
の
移
動
は
変
化
で
は
あ
っ
た
が
、
同
時
に
連
続
面
も
も
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
東
宮
は
内
裏
と
別
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

で
は
あ
っ
た
が
、
宮
城
全
体
を
天
皇
宮
と
考
え
れ
ば
、
東
宮
も
内
裏
後
宮
も
共
に
天
皇
宮
内
へ
の
居
住
と
い
え
る
。
ま
た
、
定
着
後
で
は
あ
る

が
内
裏
居
住
は
、
東
宮
居
住
と
同
じ
く
皇
太
子
個
々
の
事
情
に
は
関
係
し
な
い
、
皇
太
子
と
い
う
地
位
に
付
随
す
る
も
の
と
い
う
性
格
を
も
つ
。

里
第
居
住
と
比
較
す
る
場
合
に
は
む
し
ろ
こ
の
連
続
面
が
注
目
さ
れ
る
。

　
前
掲
の
『
九
条
殿
記
』
天
暦
四
年
（
九
五
〇
）
六
月
二
六
日
条
で
は
、
村
上
天
皇
は
「
抑
先
例
立
皇
太
子
之
後
、
不
経
幾
日
入
於
東
宮
若
職
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曹
司
而
東
宮
凶
事
後
．
薙
撃
年
蔑
鐸
華
職
者
亦
有
覆
平
骨
鰹
尋
沓
中
落
修
造
之
器
量
重
富

恐
事
之
乖
先
例
」
と
述
べ
、
憲
章
親
王
が
立
太
子
後
速
や
か
に
東
宮
（
あ
る
い
は
職
曹
司
）
に
入
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
た
。
再

び
表
1
か
ら
安
殿
親
王
以
降
の
皇
太
子
を
見
る
と
、
移
動
日
が
判
明
し
て
い
る
例
は
実
際
、
い
ず
れ
も
立
太
子
後
短
期
間
の
う
ち
に
移
動
し
て

　
⑫

お
り
、
そ
れ
は
貞
明
親
王
（
陽
成
）
の
よ
う
な
幼
少
の
皇
子
で
も
岡
様
で
あ
っ
た
。
皇
太
子
に
な
っ
た
も
の
は
即
東
宮
（
あ
る
い
は
職
曹
司
）
に

入
る
こ
と
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、
重
視
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
記
事
に
「
尋
求
宮
中
便
所
、
修
造
之
問
、
若
経
数
月
歎
、
賢
聖
之
乖
先
例
」
「
若
極
月
在
里
第
者
、
遺
後
代
之
諺
鰍
」
と
あ

る
よ
う
に
、
東
宮
へ
入
る
こ
と
以
上
に
皇
太
子
在
所
が
「
宮
中
」
か
否
か
が
問
題
に
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
宮
中
」
は
内
容
上
、

宮
城
内
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
当
時
、
皇
太
子
の
在
所
は
、
第
一
に
宮
城
内
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
こ
で
、
遡
っ
て
そ
も
そ
も
東
宮
を
宮
城
内
に
設
置
し
た
政
治
的
意
図
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。

　
荒
木
敏
夫
氏
は
、
天
翌
朝
以
前
に
は
「
立
太
子
し
た
」
と
さ
れ
る
皇
子
も
他
の
有
力
皇
子
も
同
じ
く
王
宮
の
外
に
独
立
し
て
家
（
皇
子
宮
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

を
構
え
て
い
た
が
、
藤
原
京
段
階
で
東
宮
機
構
が
整
い
、
皇
太
子
は
皇
子
宮
か
ら
宮
城
内
の
東
宮
に
在
所
を
移
し
た
と
言
わ
れ
る
。
厳
密
に
は
、

藤
原
京
段
階
で
「
東
宮
」
と
よ
ば
れ
る
区
画
が
宮
城
内
に
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
直
接
の
史
料
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
平
城
京
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

可
能
性
と
し
て
は
藤
原
京
以
来
、
東
宮
が
宮
城
内
に
存
在
し
た
と
考
え
る
。

　
皇
太
子
在
所
に
お
け
る
「
宮
中
」
重
視
の
歴
史
的
な
経
緯
を
考
え
る
な
ら
ば
、
宮
城
内
に
置
か
れ
た
東
宮
に
は
二
つ
の
意
味
が
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

一
つ
は
荒
木
氏
が
述
べ
た
よ
う
に
他
の
皇
子
と
の
差
別
化
と
い
う
側
面
で
あ
る
。
皇
太
子
棚
度
の
確
立
過
程
を
考
え
れ
ば
、
い
か
に
し
て
皇
太

子
と
い
う
地
位
を
確
か
な
も
の
に
し
、
他
の
皇
子
と
の
差
別
化
を
果
た
す
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
課
題
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
東
宮
に
入
る

こ
と
は
皇
太
子
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
た
め
に
も
重
視
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
一
方
で
は
、
律
令
に
お
い
て
は
皇
太
子
が
政
治
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

基
盤
を
築
く
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
し
て
令
文
が
作
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
研
究
も
あ
り
、
皇
太
子
を
宮
城
内
に
住
ま
わ
せ
る
こ
と
に
は
皇
太
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子
勢
力
の
内
包
あ
る
い
は
監
視
的
意
味
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
平
安
京
に
お
い
て
も
、
宮
城
内
に
あ
る
東
宮
へ
の
居
住
と
い
う
形
は
踏
襲
さ
れ
た
。
皇
太
子
制
が
確
立
し
、
「
立
太
子
し
た
」
こ
と
の
意
味

が
大
き
く
な
っ
て
以
後
も
同
じ
重
み
で
東
宮
　
　
　
「
宮
中
」
が
皇
太
子
と
他
の
皇
子
と
の
差
別
化
と
い
う
役
割
を
果
た
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、
宮
城
内
に
居
住
す
る
こ
と
は
規
範
・
先
例
と
な
り
、
重
視
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
。

　
東
宮
が
担
っ
て
い
た
こ
れ
ら
の
役
割
は
、
同
じ
く
宮
城
内
で
あ
る
内
裏
に
在
所
が
移
っ
て
も
果
た
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
前

述
し
た
平
安
宮
内
の
変
化
を
考
え
れ
ば
、
東
宮
よ
り
む
し
ろ
内
裏
の
方
が
天
皇
宮
内
と
し
て
そ
れ
に
適
し
た
場
所
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
し
、
こ
の
役
割
の
実
質
的
意
味
は
次
第
に
薄
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
そ
れ
が
里
で
の
変
化
を
も
た
ら
す
前
提
と
な
っ
た
と
考
え
る
。

2

里
第
居
住
と
宮
都
の
変
質

　
二
章
で
見
た
よ
う
に
、
里
第
居
住
に
お
い
て
は
平
安
宮
内
裏
と
は
異
な
り
、
皇
太
子
在
所
は
里
内
裏
と
必
ず
し
も
同
所
で
は
な
く
、
血
縁
関

係
が
在
所
を
決
め
る
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
～
○
世
紀
後
期
以
前
に
天
皇
が
平
安
宮
外
を
在
所
と
し
た
際
の
皇
太

子
在
所
は
ど
こ
に
置
か
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
『
続
日
本
後
紀
』
に
よ
れ
ば
、
承
和
九
年
（
八
四
二
）
四
月
乙
亥
（
＝
日
）
、
仁
明
天
皇
は
内
裏
の
修
理
の
た
め
冷
然
院
に
遷
御
し
、
そ
の

後
、
＝
月
丁
未
（
一
七
日
）
に
戻
る
ま
で
の
問
、
そ
こ
を
在
所
と
し
た
。
そ
の
間
に
い
わ
ゆ
る
承
和
の
変
が
起
こ
り
、
七
月
乙
卯
（
二
三
日
）

に
は
藤
原
良
相
が
近
衛
四
十
人
を
率
い
て
皇
太
子
直
曹
を
團
聾
し
た
。
そ
の
記
載
に
「
子
時
天
皇
権
御
冷
然
院
、
皇
太
子
従
順
」
と
あ
っ
て
、

天
皇
が
冷
然
院
に
移
っ
た
際
に
皇
太
子
も
同
院
へ
移
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
皇
太
子
の
在
所
が
東
宮
に
置
か
れ
て
い
た
時
期
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
な
お
、
恒
貞
親
王
は
廃
太
子
後
、
淳
和
院
に
移
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
例
が
少
な
い
た
め
明
言
は
で
き
な
い
が
、
皇
太
子
の
正
式
在
所
が
東
宮
で
あ
っ
た
時
期
も
、
ま
た
、
内
裏
後
宮
に
移
っ
た
当
初
も
、
宮
城
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

で
は
同
一
宮
（
邸
宅
）
内
に
曹
司
と
し
て
皇
太
子
の
居
所
が
与
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
一
〇
世
紀
後
期
ま
で
、
皇
太

93 （525）



子
在
所
は
天
皇
宮
内
に
置
か
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
宮
城
内
外
を
問
わ
ず
原
則
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
一
〇
世
紀
後
期
以
降
、
里
第
居
住
が
新
し
い
形
態
を
取
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
原
則
は
ま
ず
宮
城
外
か
ら
崩
れ
出
す
。

　
憲
平
親
王
の
冷
泉
院
居
住
は
村
上
天
皇
と
角
々
で
あ
り
、
先
の
原
則
を
維
持
し
た
も
の
と
も
い
え
る
。
次
の
守
平
親
王
は
里
第
使
用
が
な
か

っ
た
。
続
く
師
貞
親
王
に
至
っ
て
天
皇
宮
外
の
居
住
が
現
れ
る
。
し
か
し
、
二
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
と
き
師
貞
は
里
内
裏
で
あ
っ
た

堀
川
第
の
隣
の
閑
院
を
在
所
と
し
て
お
り
、
他
所
で
は
あ
っ
た
が
近
所
で
あ
り
、
ま
だ
天
皇
在
所
の
影
響
を
受
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
師

貞
の
母
親
や
外
祖
父
玉
歩
が
当
時
す
で
に
死
去
し
て
い
て
、
有
力
な
外
戚
が
い
な
か
っ
た
こ
と
も
要
因
と
な
り
、
天
皇
と
の
血
縁
が
父
子
や
同

母
兄
弟
で
は
な
い
師
風
に
お
い
て
、
先
の
原
則
が
崩
れ
て
里
で
の
在
所
が
血
縁
関
係
に
左
右
さ
れ
る
も
の
に
な
っ
て
い
く
移
行
過
程
が
顕
在
化

し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
整
準
親
王
は
里
第
使
用
が
な
か
っ
た
が
、
次
の
居
貞
親
王
以
降
に
は
こ
の
変
化
は
明
確
に
な
る
。

　
こ
の
里
親
居
住
の
形
態
に
は
、
天
皇
在
所
で
あ
る
里
内
裏
が
狭
小
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
仮
の
天
皇
在
所
と
い
う
意
識
の
た
め
正
式
在
所

で
あ
る
平
安
宮
内
裏
よ
り
自
由
が
き
い
た
こ
と
が
前
提
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
、
も
と
も
と
里
に
あ
っ
た
、
母
を
中
心
と
す
る
外
戚

と
親
密
な
生
活
形
態
が
天
皇
在
所
や
皇
太
子
在
所
に
影
響
し
、
ま
た
、
血
縁
関
係
に
従
う
形
の
方
が
母
親
に
よ
る
後
見
に
も
都
合
が
よ
か
っ
た

こ
と
も
あ
り
、
皇
太
子
在
所
に
お
い
て
天
皇
在
所
よ
り
も
血
縁
関
係
が
優
先
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
る
。

　
更
に
、
変
化
が
明
確
に
な
る
一
〇
世
紀
宋
は
、
摂
関
政
治
が
よ
り
強
固
な
天
皇
と
の
人
格
的
結
合
に
基
づ
く
形
へ
と
深
化
し
た
時
期
で
あ
り
、

ま
た
、
～
般
貴
族
社
会
に
お
い
て
は
、
律
令
の
枠
外
で
の
様
々
な
多
元
的
相
互
依
存
関
係
が
基
調
と
な
る
社
会
が
築
か
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
考
え

　
　
　
　
⑲

ら
れ
て
い
る
。
血
縁
を
は
じ
め
、
婚
姻
、
主
従
、
官
司
に
お
け
る
上
下
関
係
な
ど
様
々
な
個
人
的
・
直
接
的
関
係
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

中
で
、
そ
の
流
れ
と
揆
を
一
に
し
て
、
皇
太
子
の
里
第
居
住
も
血
縁
関
係
を
は
じ
め
と
す
る
個
人
的
諸
関
係
に
基
づ
く
形
態
が
取
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
諸
関
係
に
よ
り
様
々
な
邸
宅
が
皇
太
子
在
所
に
充
て
ら
れ
た
こ
と
は
、
二
章
で
見
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
摂
関
政
治
に
お
い
て
天
皇
へ
の
後
見
が
権
力
基
盤
と
し
て
重
要
で
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
当
然
皇
太
子
時
代
か
ら
の
も
の

で
あ
る
と
考
え
る
。
里
第
居
住
に
お
い
て
、
皇
太
子
と
外
戚
関
係
を
も
つ
摂
関
家
は
、
女
子
や
姉
妹
で
あ
る
皇
太
子
の
母
を
通
し
て
、
ま
た
、
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⑳

邸
宅
の
提
供
者
と
し
て
、
周
囲
に
対
し
て
も
皇
太
子
自
身
に
対
し
て
も
、
次
代
の
天
皇
の
後
見
と
し
て
の
自
ら
の
立
場
を
示
す
こ
と
が
で
き
た

で
あ
ろ
う
。
摂
関
期
に
は
里
内
裏
使
用
期
間
は
決
し
て
多
く
な
く
、
摂
関
政
治
の
盛
衰
と
里
内
裏
は
と
く
に
関
連
性
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
か
っ
て
橋
本
義
彦
氏
が
指
摘
さ
れ
た
。
＝
世
紀
半
ば
ま
で
は
、
当
然
皇
太
子
が
里
第
を
使
用
す
る
期
間
も
里
内
裏
使
用
期
間
に
対
応
し
て

そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
皇
太
子
の
在
所
と
な
る
邸
宅
は
、
里
内
裏
に
比
べ
公
的
側
面
が
薄
い
だ
け
に
里
内
裏
以
上
に
人
間
関

係
を
直
接
的
に
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
短
期
間
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
里
第
の
提
供
者
は
体
験
的
に
十
分
意
識
さ
れ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
里
心
居
住
は
人
的
環
境
が
露
わ
に
な
る
と
い
う
点
で
意
味
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　
里
第
居
住
の
増
加
は
、
外
戚
関
係
に
あ
る
皇
太
子
と
摂
関
家
と
を
強
く
結
び
つ
け
る
反
面
、
外
戚
関
係
に
な
い
皇
太
子
と
の
関
係
を
よ
り
希

薄
化
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
在
所
が
別
れ
る
こ
と
で
血
縁
の
遠
い
皇
太
子
と
天
皇
と
の
結
び
つ
き
も
よ
り
希
薄
化
す
る

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
外
戚
関
係
に
あ
る
皇
子
を
次
の
皇
太
子
と
し
て
用
意
で
き
る
う
ち
は
、
里
第
居
住
は
摂
関
家
に
と
っ
て
有
利
に
働
く

が
、
そ
う
し
た
皇
子
が
い
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
か
え
っ
て
摂
関
家
の
権
力
基
盤
の
縮
小
を
促
す
方
向
に
働
く
と
思
わ
れ
る
。
皇
太
子
の
位

を
辞
退
し
た
常
習
親
王
や
摂
関
家
と
外
戚
関
係
を
も
た
ず
践
心
後
親
政
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
尊
仁
親
王
に
各
々
の
実
例
を
見
出
せ
る
か
も
し
れ

　
⑫

な
い
。

　
摂
関
政
治
の
進
展
と
共
に
出
現
し
た
里
で
の
新
し
い
居
住
形
態
は
次
第
に
常
態
と
な
り
、
院
政
期
に
受
け
継
が
れ
る
。
院
政
期
に
は
、
天
皇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

在
所
と
の
関
係
を
越
え
、
院
が
皇
太
子
と
同
居
す
る
例
が
現
れ
る
。
宗
仁
・
守
仁
・
憲
仁
の
各
親
王
は
院
と
在
所
を
同
じ
く
し
て
い
た
。
憲
仁

は
院
の
皇
子
で
あ
り
、
母
も
共
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
宗
仁
・
守
仁
は
院
の
孫
で
、
母
が
出
産
後
ま
も
な
く
死
去
し
た
た
め
、
皇
太
子
に
対

す
る
母
の
後
見
が
な
く
、
ま
た
、
外
戚
も
摂
関
家
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
中
で
院
が
皇
太
子
に
対
す
る
後
見
の
機
能
を
掌
握
す
る
形
と
な
っ
た

が
、
そ
れ
に
は
皇
太
子
の
践
酢
後
、
後
見
か
ら
発
生
す
る
権
力
が
生
じ
る
の
を
防
ぐ
意
味
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
今
後
、
里
内
裏
も
含

め
た
里
第
居
住
の
進
展
を
、
摂
関
期
・
院
政
期
の
政
治
形
態
の
変
化
と
関
連
付
け
て
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
里
で
始
ま
っ
た
こ
の
変
化
は
一
一
世
紀
後
期
に
は
平
安
宮
に
も
及
び
、
皇
太
子
は
天
皇
が
平
安
宮
に
あ
っ
て
も
依
然
と
し
て
里
第
に
居
住
す
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る
こ
と
が
多
く
な
る
。
平
安
宮
内
裏
は
正
式
在
所
と
し
て
の
役
割
を
終
え
、
こ
の
段
階
で
皇
太
子
の
正
式
在
所
自
体
が
な
く
な
る
。
こ
れ
は
宮

都
全
体
の
中
で
の
平
安
宮
の
位
置
付
け
の
変
化
を
明
確
に
示
し
て
い
る
と
考
え
る
。
平
安
宮
の
意
義
の
相
対
化
と
里
第
重
視
の
傾
向
を
見
る
こ

　
　
　
　
　
　
⑳

と
が
で
き
よ
う
。
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
白
河
天
皇
以
降
、
平
安
宮
内
裏
は
本
宮
と
し
て
の
権
威
を
減
じ
、
平
安
宮
内
裏
が
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
里
内
裏
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
れ
も
同
様
な
傾
向
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。
律
令
的
都
城
の
核
の
解
体
と
と
ら
え
ら
れ
る
。
皇

太
子
在
所
も
そ
れ
に
呼
応
し
て
平
安
筥
か
ら
自
由
に
な
り
、
新
た
な
原
理
に
基
づ
く
形
態
へ
完
全
に
移
行
し
た
の
で
あ
る
。

①
　
必
ず
し
も
各
研
究
で
変
化
の
蒔
期
や
方
向
性
、
意
義
付
け
は
一
致
し
て
い
な
い

　
が
、
平
安
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
あ
る
段
階
で
皇
太
子
の
地
位
に
変
化
が
あ

　
つ
た
と
す
る
研
究
は
山
下
氏
の
研
究
の
ほ
か
に
も
、
古
瀬
奈
津
子
「
平
安
時
代
の

　
「
儀
式
」
と
天
皇
」
（
闘
日
本
古
代
王
権
と
儀
式
』
吉
川
弘
文
館
　
一
九
九
八
年
、

　
初
出
は
一
九
八
六
年
）
、
佐
藤
信
「
摂
関
鯛
成
立
期
の
王
権
」
（
噸
古
代
の
遺
跡
と

　
文
字
資
料
匝
名
著
刊
行
会
　
　
九
九
九
年
、
初
出
は
…
九
九
｝
年
）
、
田
村
葉
子

　
「
二
宮
大
饗
の
成
立
と
背
貴
」
（
『
史
学
研
究
集
録
輪
一
九
　
一
九
九
四
年
）
等
が

　
あ
る
。
儀
式
な
ど
実
態
的
変
化
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
の
変
化
の
本

　
質
、
実
態
的
変
化
と
皇
太
子
の
地
位
の
変
化
の
関
係
に
つ
い
て
は
今
具
体
的
に
述

　
べ
る
用
意
が
な
い
。
古
瀬
氏
に
よ
り
検
討
の
必
要
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
東
宮
機
構

　
の
変
化
等
も
含
め
（
「
平
安
京
と
律
令
政
治
」
（
噸
古
代
史
研
究
の
最
前
線
㎞
二

　
雄
山
閣
出
版
　
一
九
八
六
年
）
）
、
更
に
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
後
日
を
期
し
た
い
。

②
後
見
（
う
し
ろ
み
）
に
つ
い
て
は
、
倉
本
一
宏
「
『
栄
花
物
語
』
に
お
け
る

　
「
後
見
」
に
つ
い
て
」
（
欄
摂
関
政
治
と
王
朝
貴
族
』
吉
川
弘
文
館
　
二
〇
〇
〇
年
、

　
初
出
は
｝
九
八
八
年
）
、
吉
川
真
司
「
摂
関
政
治
の
転
成
」
（
『
律
令
官
僚
制
の
研

　
究
』
塙
書
房
　
一
九
九
八
年
、
初
出
は
一
九
九
五
年
）
な
ど
を
参
照
。

③
女
子
や
姉
妹
の
瞥
司
を
利
用
す
る
形
で
、
貴
族
に
内
裏
後
宮
直
鷹
は
広
が
り
つ

　
つ
あ
っ
た
（
岡
村
幸
子
「
職
御
曹
司
に
つ
い
て
i
中
宮
職
庁
と
公
卿
直
朧

　
1
」
（
『
日
本
歴
史
』
五
八
二
　
～
九
九
六
年
）
）
。
ま
た
、
親
王
の
中
に
も
内
裏

　
に
直
騰
を
も
つ
者
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
醍
醐
皇
子
の
克
明
親
王
（
欄
河
海
抄
』

　
所
引
噸
御
記
撫
延
喜
＝
二
年
正
月
一
四
日
条
）
や
村
上
皇
子
の
琴
平
親
王
（
欄
撰

　
集
秘
記
一
所
引
『
御
記
㎞
康
保
一
二
年
一
一
月
二
五
日
条
等
）
な
ど
。

④
稔
子
立
后
は
延
喜
≡
二
年
（
九
二
三
）
四
月
二
六
日
。

⑤
皇
太
子
が
現
天
皇
の
皇
子
で
あ
る
場
合
に
は
天
皇
の
妻
で
あ
る
皇
太
子
の
母
も

　
当
然
内
裏
後
宮
に
居
佳
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
師
命
親
王
や
大
仁
親
王

　
な
ど
の
よ
う
に
現
天
皇
の
皇
子
で
な
い
場
合
、
皇
太
子
の
母
は
ど
こ
に
居
住
し
た

　
の
だ
ろ
う
か
。
如
上
の
場
合
、
母
で
あ
る
藤
原
懐
子
は
天
延
二
年
（
九
七
四
）
　

　
二
月
一
五
日
に
は
内
裏
の
皇
太
子
在
所
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
（
『
親
信
卿
記
』
）
、

　
門
栄
花
物
語
㎞
巻
第
一
に
は
時
々
皇
太
子
の
も
と
へ
参
内
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
史
実
で
は
な
い
が
糊
源
氏
物
語
』
（
霊
宝
）
で
も
皇
太
子
の
母
が
皇
太
子

　
に
つ
き
そ
っ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
す
れ
ば
、
皇
太
子
の

　
も
と
に
滞
在
す
る
こ
と
は
で
き
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
敦
成
親
王
の
皇
太
子

　
時
代
、
藤
原
彰
子
の
在
所
が
黒
第
で
あ
っ
た
こ
と
や
（
図
4
）
、
懐
仁
が
皇
太
子

　
で
あ
っ
た
と
き
円
融
院
が
藤
原
詮
子
の
家
に
渡
っ
た
例
（
糊
小
右
記
』
寛
和
元
年

　
二
月
二
〇
日
条
・
六
月
五
日
条
）
、
ま
た
、
先
の
懐
子
の
例
も
時
々
参
内
と
い
う

　
こ
と
で
本
来
の
在
所
は
黒
幕
の
よ
う
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
え
る
と
、
基
本
的
に

　
は
内
裏
に
単
独
で
居
住
す
る
こ
と
は
な
く
里
第
が
本
御
所
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
な
お
、
彰
子
が
内
裏
に
居
住
し
な
い
こ
と
に
は
、
『
栄
花
物
語
睡
巻
第
二
十
八
に
、
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天
皇
の
母
后
・
妻
后
以
外
の
后
は
内
裏
へ
参
入
し
な
い
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、

　
皇
太
后
で
あ
っ
た
こ
と
も
関
係
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

⑥
古
瀬
奈
津
子
「
平
安
時
代
の
「
儀
式
」
と
天
皇
」
（
前
掲
）
、
神
谷
蕉
昌
「
紫
褒

　
殿
と
節
会
」
（
噌
古
代
文
化
』
四
三
一
＝
一
　
一
九
九
一
年
）
な
ど
。

⑦
藤
原
良
房
（
噸
田
本
三
代
実
録
㎏
貞
観
コ
輩
二
月
七
日
条
、
同
～
三
年
四
月

　
一
八
日
条
等
）
や
藤
原
良
相
（
㎎
九
条
殿
記
』
天
暦
四
年
七
月
一
一
中
条
）
な
ど
。

⑧
岡
村
幸
子
「
職
御
曹
司
に
つ
い
て
一
中
宮
職
庁
と
公
卿
直
鷹
1
」
（
前
掲
）
、

　
吉
川
真
司
「
摂
関
政
治
の
転
成
」
（
前
掲
）
な
ど
。

⑨
西
山
良
平
門
平
安
京
の
〈
空
間
〉
」
（
『
歴
史
を
読
み
な
お
す
魅
＝
一
朝
日
新

　
聞
社
　
　
一
九
九
四
年
）
な
ど
。

⑩
吉
川
真
司
「
律
令
官
人
制
の
再
編
過
程
」
（
『
律
令
官
僚
制
の
研
究
㎞
塙
書
房

　
一
九
九
八
年
頃
初
出
は
　
九
八
九
年
）
。

⑪
本
稿
で
「
天
皇
宮
」
と
記
述
す
る
場
合
、
平
安
宮
に
お
い
て
は
広
く
宮
城
内
を

　
指
す
語
と
し
て
用
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
後
に
は
実
質
と
し
て
は
内
裏
内
と
な
る
。

⑫
正
良
・
貞
明
・
敦
仁
の
各
親
王
は
、
そ
れ
ぞ
れ
立
太
子
後
二
日
・
十
β
・
二
十

　
四
日
と
、
い
ず
れ
も
短
期
闘
の
う
ち
に
移
動
。
ま
た
、
保
明
親
王
は
立
太
子
後
七

　
日
で
移
動
は
し
て
い
る
が
、
移
動
先
は
東
宮
で
は
な
く
、
東
宮
に
は
立
太
子
後
約

　
三
か
位
し
て
か
ら
移
動
。
た
だ
し
、
そ
の
際
「
志
貴
院
扁
か
ら
と
あ
り
、
こ
れ
は

　
職
院
、
つ
ま
り
職
曹
司
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
立
太
子
後
七
日
の
移
動
先
は
史

　
料
に
は
記
さ
れ
な
い
が
、
職
曹
司
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
明
確
な

　
移
動
日
は
不
明
で
あ
る
が
、
恒
貞
親
王
は
天
長
一
〇
年
（
八
三
三
）
四
月
二
三
日

　
に
は
東
宮
に
居
住
。
大
伴
親
王
の
場
合
は
立
太
子
賦
す
ぐ
で
は
な
い
が
、
天
皇
が

　
東
宮
か
ら
遷
御
し
た
照
日
後
に
東
宮
に
移
動
。

⑬
荒
木
敏
夫
「
東
宮
機
構
の
成
立
と
皇
子
筥
」
（
開
日
本
古
代
の
皇
太
子
㎞
吉
川
弘

　
洋
館
　
～
九
入
五
年
、
初
出
は
～
九
七
四
年
）
。

⑭
出
土
し
た
木
簡
や
そ
の
他
遺
物
か
ら
、
現
在
の
と
こ
ろ
平
城
京
宋
年
や
長
岡
京

末
年
に
は
春
宮
坊
が
宮
城
内
に
あ
っ
た
と
考
え
得
る
（
『
平
城
宮
木
簡
』
三
（
一

九
八
～
年
）
、
『
木
簡
研
究
隔
一
八
（
一
九
九
六
年
）
・
二
〇
（
～
九
九
八
年
）
・
二

｝
（
一
九
九
九
年
）
な
ど
）
。
し
た
が
っ
て
、
当
時
の
東
宮
も
宮
城
内
に
あ
っ
た

可
能
性
が
高
い
。
文
献
史
料
で
は
、
皇
太
子
道
祖
業
が
自
分
の
邸
宅
と
は
異
な
る

「
東
宮
」
に
屠
住
し
た
こ
と
が
、
明
続
日
本
紀
鰍
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
四

月
辛
口
条
の
勅
に
あ
る
「
忽
出
春
宮
、
夜
独
帰
舎
」
や
、
同
年
三
月
丁
二
条
や
淳

仁
即
位
巌
巌
に
お
け
る
、
皇
太
子
を
廃
し
て
王
を
第
に
帰
す
と
い
う
記
載
か
ら
窺

え
る
。
ま
た
、
首
親
王
（
聖
武
）
、
聖
武
皇
子
、
白
壁
王
（
光
仁
）
、
山
部
親
王

（
桓
武
）
、
早
良
親
王
等
も
「
東
宮
扁
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
は
窺
え
る
（
順
に

『
続
日
本
紀
輪
養
老
五
年
正
月
庚
午
条
、
神
亀
五
年
八
月
丙
戌
条
、
宝
亀
元
年
十

月
丙
申
条
、
宝
亀
一
〇
年
七
月
丙
子
条
、
『
日
本
白
雪
』
延
暦
四
年
九
月
庚
申
条
、

等
）
。
こ
れ
ら
の
「
東
宮
」
の
所
在
地
は
不
明
だ
が
、
道
祖
王
の
例
に
従
え
ば
、

皇
太
子
の
在
所
と
し
て
個
人
的
な
邸
宅
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

立
太
子
す
る
と
、
皇
太
子
は
そ
れ
ま
で
の
居
所
を
離
れ
て
「
東
宮
」
と
呼
ば
れ
る

特
別
な
場
所
に
居
住
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
特
別
な
場
所
と
は
や
は
り
宮
城

内
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
平
城
京
が
手
本
と
し
た
中
国
の
都
城
に
お

い
て
も
東
宮
は
宮
城
内
に
遣
か
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
平
城
京
で
は
宮
城
内
に

東
宮
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
た
だ
し
、
聖
武
皇
子
や
大
炊
王
（
淳
仁
）
は
長
く
京

外
の
邸
宅
に
居
住
し
て
い
た
と
す
る
説
も
あ
る
。
必
ず
し
も
そ
の
根
拠
は
十
分
で

な
い
が
、
平
安
京
よ
り
前
の
「
東
宮
」
は
園
定
位
置
で
は
な
い
可
能
性
も
あ
り
、
一

貫
し
て
宮
城
内
で
あ
っ
た
か
、
な
お
検
討
の
余
地
は
あ
ろ
う
。
ま
た
、
長
岡
宮
跡

で
門
春
宮
」
と
轡
か
れ
た
墨
書
土
器
が
出
土
し
て
い
る
が
（
『
向
日
市
埋
蔵
文
化

財
調
査
報
告
書
』
　
一
王
　
一
九
八
四
年
）
、
近
年
の
説
で
は
そ
の
場
所
は
前
期
長

醐
富
の
宮
城
外
に
あ
た
る
（
山
中
章
「
長
岡
宮
城
南
面
と
北
辺
の
造
営
」
（
門
条
里

制
研
究
繍
八
　
一
九
九
二
年
）
）
。
こ
こ
か
ら
直
ち
に
妾
時
の
東
宮
が
宮
城
内
か
外

か
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
と
き
の
春
宮
坊
や
東
宮
の
所
在
地
に
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つ
い
て
も
更
に
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
文
献
史
料
か
ら
見
た
平
城
京
で

　
の
皇
太
子
在
所
に
つ
い
て
は
閥
平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
㎜
輪
（
奈
良
国
立
文
化
財

　
研
究
所
　
一
九
九
一
年
）
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
平
城
京
の
皇
太
子
在
所
が

　
基
本
的
に
は
宮
城
内
の
東
宮
に
あ
る
と
考
え
る
点
は
同
見
解
で
あ
る
。

⑮
「
東
宮
機
構
の
成
立
と
皇
子
宮
」
（
三
島
）
。
荒
木
氏
は
、
皇
太
子
が
皇
子
宮
か

　
ら
宮
城
内
の
東
宮
へ
移
り
、
そ
の
家
政
機
関
を
充
実
さ
せ
て
い
く
過
程
と
、
他
の

　
皇
子
の
京
田
で
の
居
所
里
並
の
強
制
と
そ
れ
に
伴
う
皇
子
宮
の
家
政
機
関
た
る
実

　
質
の
喪
失
の
過
程
一
「
皇
子
宮
の
別
宅
化
」
の
過
程
の
二
つ
の
進
展
が
八
世
紀

　
初
頭
に
皇
太
子
と
親
王
問
の
差
別
的
区
分
の
嗣
定
化
に
帰
結
し
た
と
し
た
。

⑯
坂
上
康
俊
「
東
宮
機
構
と
皇
太
子
」
（
噸
古
代
中
世
史
論
集
』
吉
川
弘
文
館
一

　
九
九
〇
年
）
な
ど
。

⑰
時
代
は
か
な
り
遡
り
、
同
列
に
評
価
で
き
る
か
注
意
を
要
す
る
が
、
孝
謙
天
皇

　
期
、
橘
奈
良
麻
呂
の
変
の
際
に
は
天
皇
も
皇
太
子
も
共
に
藤
原
仲
麻
呂
の
閉
村
第

　
（
田
村
宮
）
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
が
、
『
寧
日
本
紀
㎞
天
平
宝
字
元
年
（
七
五

　
七
）
七
月
庚
二
条
な
ど
の
記
事
か
ら
窺
え
る
。

⑱
こ
の
点
か
ら
も
、
当
時
、
東
宮
が
別
宮
と
い
う
よ
り
は
宮
内
と
い
う
意
識
の
方

　
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。

⑲
佐
藤
泰
弘
「
平
安
時
代
お
け
る
国
家
・
社
会
編
成
の
転
回
」
（
槻
日
本
中
世
の
黎

　
明
』
京
都
大
学
学
術
出
版
会
　
二
〇
〇
～
年
、
初
出
は
一
九
九
五
年
）
、
告
川
真

　
司
「
平
安
貴
族
政
治
の
形
成
」
（
『
律
令
官
僚
制
の
研
究
隔
　
塙
書
房
　
一
九
九
八

　
年
）
な
ど
。

⑳
実
際
に
は
現
摂
関
で
皇
太
子
に
邸
宅
を
提
供
し
て
い
る
例
は
少
な
い
が
、
こ
こ

　
で
は
、
摂
関
を
輩
出
す
る
家
と
い
う
よ
う
な
広
い
意
味
で
の
摂
関
家
と
し
て
述
べ

　
る
。

㊧
　
橋
本
義
彦
「
摂
関
政
治
論
」
（
魍
平
安
貴
族
社
会
の
研
究
㎞
吉
川
弘
文
館
　
　
一
九

　
七
六
年
、
初
出
は
一
九
六
八
年
）
、
「
貴
族
政
権
の
政
治
構
造
扁
（
前
掲
）
。

⑫
　
　
二
大
鏡
肌
（
血
糖
）
に
は
摂
関
家
と
外
戚
関
係
に
な
い
下
士
親
王
の
御
所
の
寂

　
れ
た
様
子
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
誇
張
も
あ
ろ
う
が
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
な
黒

　
第
居
住
の
性
格
が
現
れ
て
い
て
興
味
深
い
。
ま
た
、
実
際
に
も
今
明
の
御
所
に
宮

　
司
が
候
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
（
『
左
経
記
』
寛
仁
元
年
八
月

　
六
日
条
）
、
あ
る
程
度
実
態
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑬
　
そ
の
囑
矢
は
実
仁
親
王
で
あ
っ
た
。
立
太
子
当
初
、
天
皇
在
所
は
内
裏
で
あ
っ

　
た
が
、
父
で
あ
る
後
三
条
院
と
共
に
教
通
二
条
第
に
あ
っ
た
（
図
9
－
2
）
。

⑳
　
親
仁
親
王
は
、
皇
太
子
時
、
居
住
し
て
い
た
内
裏
で
は
な
く
上
東
門
院
彰
子
の

　
御
所
で
婚
儀
を
行
っ
た
が
、
そ
れ
も
こ
の
傾
向
の
早
い
現
れ
と
見
る
こ
と
が
で
き

　
る
か
も
し
れ
な
い
。

（530）98

お
　
わ
　
り
　
に

　
本
稿
で
は
、
ま
ず
平
安
期
の
皇
太
子
在
所
の
所
在
地
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
通
し
て
政
治
形
態
や
宮
都
の
変
化
を
考
察
し
た
。
本
稿
で
明

ら
か
に
し
た
皇
太
子
在
所
の
変
遷
を
簡
単
に
繰
り
返
し
て
お
く
。
一
〇
世
紀
に
は
皇
太
子
在
所
は
東
宮
か
ら
平
安
宮
内
裏
後
宮
へ
と
移
っ
た
が
、

そ
れ
に
は
皇
太
子
の
幼
少
化
に
よ
る
後
見
の
問
題
と
、
同
時
に
平
安
宮
に
お
け
る
宮
城
内
か
ら
内
裏
内
へ
と
い
う
意
識
の
変
化
も
関
係
し
た
と
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考
え
た
。
し
か
し
、
内
裏
居
住
は
宮
城
内
と
い
う
点
で
は
東
宮
居
住
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
皇
太
子
個
々
の
出
自
に
よ
ら
な
い
点
も
共
通

し
て
い
た
。
本
来
、
天
皇
宮
内
に
置
か
れ
る
こ
と
が
皇
太
子
在
所
の
原
則
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
と
は
異
な
る
居
住
形
態
が
現
れ
た
の

は
、
一
〇
世
紀
後
期
以
降
、
里
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
血
縁
関
係
等
の
個
人
的
諸
関
係
に
よ
り
在
所
が
定
め
ら
れ
、
天
皇
在
所
と
は

別
所
と
な
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
こ
れ
は
個
人
的
・
直
接
的
諸
関
係
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
社
会
の
変
化
と
も
揆
を
…
に
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
黒
第
居
住
の
性
格
は
政
治
形
態
に
も
影
響
を
与
え
た
と
考
え
る
。
こ
の
変
化
は
一
一
世
紀
後
期
に
は
平
安
宮
に

も
及
び
、
天
皇
が
平
安
宮
内
裏
に
あ
る
と
き
に
は
皇
太
子
も
必
ず
そ
こ
に
居
住
す
る
と
い
う
、
正
式
在
所
と
し
て
の
平
安
宮
内
裏
居
住
は
な
く

な
っ
た
。
こ
れ
は
宮
都
に
お
け
る
平
安
宮
の
意
義
の
変
化
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
。

　
皇
太
子
在
所
は
、
と
き
の
王
権
や
政
権
の
あ
り
か
た
、
あ
る
い
は
皇
太
子
践
酢
後
の
あ
り
か
た
と
密
接
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ

の
変
遷
は
平
安
京
が
律
令
的
都
城
か
ら
中
世
都
市
へ
移
行
す
る
過
程
の
一
側
面
を
表
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　
本
稿
が
扱
っ
た
の
は
皇
太
子
在
所
と
い
う
極
め
て
限
ら
れ
た
材
料
で
あ
る
た
め
、
宮
都
の
ほ
ん
の
一
断
面
を
見
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
こ
れ
も

宮
都
研
究
の
不
可
欠
な
要
素
で
あ
る
と
考
え
る
。
今
後
、
平
安
宮
の
衰
退
の
過
程
と
共
に
里
内
裏
と
い
う
話
芸
の
形
態
の
展
開
に
つ
い
て
更
に

検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
研
究
の
蓄
積
の
あ
る
都
市
史
研
究
等
と
も
関
係
付
け
な
が
ら
、
多
様
な
側
面
を
も
つ
平
安
京
と
い
う

宮
都
の
変
質
の
全
体
像
・
具
体
像
の
検
討
を
進
め
る
必
要
も
あ
る
。
論
じ
残
し
た
問
題
や
論
じ
足
り
な
い
点
は
多
い
が
、
今
後
の
課
題
と
し
、

ひ
と
ま
ず
本
稿
を
終
え
る
こ
と
と
す
る
。

　
な
お
、
提
示
し
た
史
料
、
図
表
で
用
い
た
史
料
の
中
に
は
居
住
の
有
無
や
場
所
の
判
断
に
迷
う
も
の
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
つ
～
つ
に
説
明

を
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
誤
り
や
、
ま
た
、
管
見
の
及
ん
で
い
な
い
史
料
も
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
併
せ
て
ご
寛
恕
い
た
だ
き
、
ご
指

摘
を
賜
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
　
堺
市
草
部
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表1平安時代の皇太子一覧

皇太子
天呈と

ﾌ続栖
年齢＊1

母の立

@＊2
皇太子期聞

立太子後の在所娼

@　移動日
備考

安殿親王（平城〉 子 12 ○
延贋・1（785）」1／25

@　　　　～延暦25．3／17

乗宮？［1〕

神野耕ヨ三（嵯畷〉 同録弟 2玉 0死
大同1（806）．5／19

@　　　　～大同4．4／1

高目親王 甥 X
大同4，4／14

@～大澗5．9／13〈廃太子〉

大伴親王（淳和〉 異母弟 25 X死
大同5．9／13

@　～弘1二14（823），4／16

東宮［2］

O．1二2．2／18

嵯峨天憂が大同5．7バ9～弘．仁2．

Q／15まで棄宮に居住

正良親…E（仁明） 甥 14 ○
弘仁14．4／18

@　～天長10（833）2／28

　東宮〔3〕

O1二1哩，4／20

慎メ槻王 焼切 9 ○
天畏10．2／30

`承和9〔842＞．7／23〈廃太子〉

　　東雷［43
i天畏10．・重／23以前）

仁明天皇が践酢後天畏io．3／7ま

ﾅ東宮に居住

道康親王（文徳） 子 16 ×
承和9、8／4

@　　～座禅3（850）．3／21

東宮？ξ5］

惟億親王（清和） 子
　1

i8三助）
×

嘉祥3．1…／25

@　　～天安2（858＞．8／27

東宮？綱 文徳天塾力｛践酢後仁舅戸3（853），

Q／20まで東宮に居住

貞隅棚王（削成） 子 　2
i2．5M）

X
貞観1】（869）．2／］

@　　　～貞観18．三1／29

　東宮［刀

^観112／！1

定省親王（宇多） 子 21 X 仁和3（887）．8／26
㎜ 立太子と同B践牌

敦仁親王（醍醐） 子 9 X
寛平5（893）〃2

@　　　　～寛平9．7／3

東宮［8〕

ｰ平5，4／26

保明（崇象〉親王 子 　2
i2．5M＞

×
延喜4（904），2／10

@　～延岡23．3／2i〈麗玄〉

？［9］刈

ш?４、2／17

延喜姐／8には志貴院より東宮へ
m10コ

慶頼三E 孫 3 X
二型23．4／29～延長3（925＞．6／19〈蓬去〉 職御曹司［11〕

i延長3．1／2日前）

寛明親≡E（朱繊〉 子 3 ○
副長3．10／2圭

@　　　　～誕長8．9／22

内
画
一 立太子以前に内裏

成明親王（村上〉 同母弟 19 ○
天慶7（944＞．4／22

@　　　　～天慶9．4／20

《
覆
｝ 立太子以前に内獲

憲平親王（冷泉）　　図1 子
　1

i3M）
X

天潜4（950）．7／23

@　　～康保4（967＞．5／25

　楼芳坊
V暦4．10／22

天暦8．4〆23には内襲へ

守平親…E（円融） 同侮弟 9 ○死
康保4．9／1

@　　～安和2（969）．8／13

内裏 安和2．3／11以葬掩｝こ1ま内裏

i立太子以前からの可能性もあり）

師貞親王（花山）　　図2 甥 　2
i10．5M）

×
安手翻2．8／13

@　　～永観2（984）．8／27
　内襲
ﾀ和2．11／23

懐1二響狂（一条） 従弟 5 ×
永観2，8／27

@　　～寛鞠2（986）．6／23

内裏［二2］

i観2．8／27

贋貞親王（三条）　　　　　　図3 従兄 ユ1 X死
寛和2．？／16

@　～寛弘8（101…）．6／隻3
　　内鼠
i寛和3．1／2以前〉

敦戒親王（後一条）　　　網4
従弟の

@子
遷 ○

寛弘8．6／13

@　～長和5（1016）、1／29
　内側
ｰ弘8，10／16

三条天皇は寛弘8β／11に内裏へ

ﾕ御

下明親王 又従兄 23 ○
長和5．正／29

`寛仁二1（1e1了）8／9〈辞退〉

敦良：競王（で灸朱雀）　　　図5 同軸弟 9 ○
寛仁里．8／9

@　～長兜9（1036）．4〆17
　内裏
ｰ仁2．4／28

後一条天皇‘ま寛仁2，4／28｝こドヨ裏

ﾖ遷御

親仁親王（後脚蟻〉　図6 子 13 ×死
艮麿1（io37＞．8／17

@　～冤徳2（三〇45）、1／16

※内獲｝

尊仁親王（後三条〉　図？ 異義錦 12 O
寛徳2．1／…6

@　～治暦4（1068）、4／19

※閑院？　…

爽仁親王（白河）　　匪i8 子 17 ×死
延久1（ユ069＞．・1／28

@　　　　～延久4．三2／8

※閑院一

爽1二親王　　　　　図9 異母弗 2 ×

延久4，12／8～洛徳2（1085）．11／8〈麗去〉 教通二条第
щv4．三2〆16

善仁親三E（堀河） 子 8 ○死 ㌫徳3，11／26
… 立太子と同日践詐

宗仁親王（島羽）　園10 子
　1

i7M） X死
康和5（1…03）．8／17

@　～嘉承2（1韮07＞．7／19

※高陽院　一

康和5B〆27には高松殿へ

顕に親ヨ三〔嫌徳） 子 5 ○ 保安4（1123）．1／28
｝

立太子と同細川群

100　（532）
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体仁親王（近嗣　　図U 異母弟
　1

i謝〉
x

保延5〔1139＞．8／17

@　～永泡（1M1）．12／了
小六条搬

ﾛ延5．8〆27

守仁親王（二条）　図ユ2 子 13 ×死
久寿2（1155＞．9／23

@　～保光3（1158）、8川

※鳥羽南殿　　『

久寿2．10／5には鳥羽東本御所へ
k正3ユ

顯仁視王（穴粂） 子
　2
i7．5M＞

x（死

s明）
永万1（1165），6／25

　
立太子と同日践酢（あるいは立太
qなし）

憲仁親王（高倉〉　図13 叔父 6 X
仁安1（1ミ66），…O／10

@　　　　～仁安3．2／19

※乗三条　㎜ 仁安L1三／3には邦綱」ヒ卿門東洞

@家へ

言仁親王（安徳）　図M 子
　ユ

i1M）
O 治承2（1178＞．12／15

@　　　　～治承4．2／21
　隅院
｡承2．三2／28

＊1：立太子時の数年齢。生後1年未溝の者のみ生後期間を括弧内に表示（Mは月）。

＊2＝立太子時に母が、○…畿に立后　×…立后していない死…厩に死宏。

＊3＝初めの移動場所（あるいは史料に見える初めの嚇所〉を表示（※は立太子当日の立太子以藩の移動）。

刈：移動先は史料にないが、4／8の記專から、志貴院であった可姥性がある。志貴院は職曹司か。

〔1は主な典拠（図にないもののみ付した〉；［1］『紀略2延暦16．5／19条や罫後紀』大岡1，3／ユ7条などにより棄富に居伎したとしておく［2］『後紀諺弘仁

2，2／18〔3軍紀略』弘仁14．4／20［4…『続後紀』天長10．4〆23［5冤文徳』斉衡2．6／26条の錐風王卒伝や天安2、4／10条の占部宿祢雄貞正伝の「帝在

東富時」とある「東宮」が場所を撮すのであれば、東宮に居住していたことになる［6軍三引当元慶8．3／26条の宗叡卒伝の「清和太上天皇為儲蔵之初

避入倦東宮」にある「東宮」が場所を指すのであれば、東宮に居庄していたことになる［？⊃『三代£貞観11、2／11〔8翼紀賂囲寛平5．4／26［9軍扶桑塞

延喜42／17〔le〕『Va選大置召（延喜4．4〆8）［ll］『taS二宮大饗（廼長3．1／2）［12］『紀賂』永観2．8／27〔13〕『兵甜台呂久Pm2．IOf5

衷2呈太子在所となった後営殿奢

昼太子＊1 年齢 年月　日＊2 殿舎 備考 主な典挺

寛明親王
@（15）

3
4
4
8
8

延長3（925）．！0／21～

?長4（926＞．2／19～

?鉋（926＞．？／io～

?長8（930＞．8／13～

O聞8（930）．9／22

弘徹殿

H香倉
O徹殿
ｰ糧殿
ｰ海星

11／4～8、15～17

ﾍ凝華愈

H群

酉
姦
貞
紀
賂
践
群
・
挨
票

成明親王
@（15＞

19

Q1

天慶7（944）．4／22～

V慶9（946）．4／20

凝華愈

ｳ醤殿？＊3

立太子

H扉

紀略

H酢

憲平親王
@（三4》

5
1
2
1
4
1
5
三
8

天暦8（954）．4〆23～

椈a三（96i＞．正2／i7～

椈a3（963）．2／28

檮ｫ（964）．7／9～

N保4（967）．5／25

　　凝華墨
ｺ陽愈または襲芳舎

@　凝華甲
@　凝華脅
ﾃ華舎または襲芳奢

無限

H詐

礁湖

I略
結{
I賂・西

I略・践灘・公卿

守平親ヨ三

@（14＞

H
1
1
1
1

安和2（969）．3／11以｝ll葦

ﾀ和2（969）．3／11～

ﾀ和2（969＞．8／13

　　昭腸奢

@　凝毒害
ﾃ華舎または三芳舎

＊4

K沸

紀略

I略
I略・践秣

師貞親王
@（15）

2
8
1
0
M

安和2（969》．ll／23～

V延3（975＞．7／13～

^元2（977），7／29～

V元毫（981）．10．27～

凝華防

･華墨
ｺ脇窯
ｺ陽愈

紀賂

I賂
I賂
I略

懐旧親王
@（11》 5

7

永観2ぐ984）．8／27～

ｰ和2（986》．6〆コ3

凝華余

ﾃ墓舎

立太子

H昨

紀賂・践襲

E詐・挟藥

居真親王
@（11）

25 長保2（ユ000＞．12／13～ 昭陽舎 ＊5 権認

敦成親王
@（】1） 4

8

寛弘8（正011），10／16～

ｷ秘（玉015）．9／20～

凝華舎

ﾃ華舎

紀賂・権紀・御覚

ｬ

敦良親王
@（u＞

三〇

P9

Q1

Q8

寛f二2（1018）．4／28～

��S（1027）．2〆26

ｷ元2（1029＞．1／8～

ｷ元9（1036》，輔7

腿華舎

ﾃ華舎
ｺ陽奢
ｺ陽脅 践詐

左・紀略

月寶

ｬ演
ｶ・紀略・践詐

親仁親王
@（13）

14

P7

長暦2qO38）．1／9～

ｷ久2（1041）』2／19～

凝華舎

ｺ陽轡ヵ

＊6 挟桑

h花巻第34
尊1二親王

@（13）
13 永承1（1046）．三1／22～ 昭陽舎（または液激舎） 光照は12／ig 東宮・土芥

貞仁親…E

@（13｝

19

Q0

延久3（107三）．10／ユ3～

щv4（1072｝．12／8

昭鶴倉

ｺ陽愈 践詐

扶桑

S槻醐…・扶桑

実仁親王
@（11）

11 永保1（1081＞．8／10～ 昭陽爵 髭服は8／21 為・水

宗国親王
@（11） 3

4

長治2（歪105）．12／25～

ﾃ測（HO6）．4／27～

弘豆殿

O徽殿

殿・中

?・永

守仁親王
@（三3）

15

?６

保元2（1157）．畏0／8～

恁ｳ3ぐ1158）．8／11

下翼舎

ｺ麟奢 践群

兵兵・践酢・百

＊1参考として括弧内に元膿の年齢を示した。

＊2年月日にf～）があるものは当日そこへ移動。ないものは当日そこにいることがわかるもの．なお、内襲に居住して

　いても殿舎の不明なものは除いた．
＊3ジ即位：部類二上では隻太弟のとき飛香舎とあり。塗西宮記毒（榔即位）ではこのとき凝田舎か。

＊，1安和1．9〆5に匿に昭懇願の可能性あり。なお、冷泉は康保4．12／26～安和UO〆8の間麗景殿（以降清涼殿）。

＊5立太干翌年の寛和3．1／2には幾に内穫に居住。なお、同年2／16に一条が凝蕪舎から清涼殿へ移御。よって、それ

　以幽居貞は凝華舎には居住していない。初めから昭幾舎の可剛性もあり。
＊6『栄花物語』巻第34によれは1、長謄1，12／27に内奥に入御。なお、後朱雀はこのとき昭腸舎か。
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表3量太予在所となった邸宅

皇太子
邸宅（移動時の史料にみえる邸宅の

@　　所有暫または使桐者〉＊1 錨蜘2
詩心第（hgf｝1ma輔〔1］） 師韓は外雄父　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○

憲質置ヨ三
朱雀院

ﾉ界宅（藤腺伊ヲ＋［23） 総門は外伯父　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○

冷泉院 ※

一条第 仔｝翼ド第力［3｝／伊ヲ列ま外．口匹婦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○

師貞親王
閑院

右京大夫品目忠所領〔4］／藤膿前通第［5］／兼通男朝光は
E三宮大夫

東三条院（南院第〉（藤原兼家［6］） 山家は外凹凹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○

土御門第 藤原道長家［73／滋長は外叔父　　　　　　　　　　　　　○

東三条院
道長第［田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○
i冷泉院が正暦6．1／9以降居住力〉＊3　　　　　　　　　　　　　　　　（0ヵ）

居貞親王
大炊御門第（籐原道綱綱）

�f殿（藤豚胴長［10］）

道鱗は葬宮大夫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○

頼通馴藤原頼通臼1〕） 頼逓は春宮権大夫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎

下描宅（高階楽遠［12〕） 業逮は寛弘7，4／憩死虫の際奪宮嶽琵［蓋3］　　　　　　　　◎

一条第（故漁雅僑［三43） 雅信室（穣子）第力

一条院別納庁 一条院はこのとき田居

一条院

敦成親王 高倉第（藤原頼通［三5｝・耳奏原彰子［16］） 頼通は外叔父・春宮権大央　　　　　　　　　　　　　　○◎
」ヒ｛卸P匪第（謬藝贋〔，亘畏［ユ7ユ・藤原彰子〔18］〉 道長は外祖父　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○

敦良親王 一榮院 ※

土｛却門閥 彰子櫛所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○

親仁親王 工房宅（藤原憲蕨ユ9ユ）
故前大弐惟憲卿珊明門第〔203／彰子御領所［2ユ】／故椎

宦E憲房はともに道長・頼遜家司

～条院 ※

馴二親王
閑院

?長三条第〔藤原能畏［2鋤

藤原能僑第ヵ／俺儒は專富大夫　　　　　　　　　　　　　◎ヵ

ｬ長は三宮大夫能信養子

貞1二親正
無題

t忠宅（潮獅忠〔231） 師忠は踏宮権姦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎

血膿第（藤原教通〔243） 談三条御所（同時に遼御）　　　　　　　　　　　　　　　⑧

閑院（禎子内親王ヵ［25】〉

舞仁親王
三条坊門室町篤（禎子内親王［263）

竦�@富小路（前斎院〔27〕）

小野宮
四条坊F際第（霞葵原爽政［28ユ） 実政はもと後三条院司

高陽院 藤原忠案第［29〕

宗仁親王
高松殿（断畷30ユ）

y竃門殿（闇闇凝32］）

藤原顕旧宅［31］（漏話は白河院司）／しばしば白薩御所　　　⑧

?実は白河中宮賢子の同歯藁／凸凹御所　　　　　　　　　㊥

大炊殿〔白醗33ユ） 藤原図明遣進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑧

小六条殿 ※

｛屑二親王 三条酉｝肩院第（宗成〔34］）

士御門烏丸殿 ※

鳥羽殿 鳥羽榔所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②

守仁親ヨ三
高松殿

l条高倉家（藤原惟方［35〕）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※

ﾒ方は潔宮大進・紬羽院司　　　　　　　　　　　　　　　◎

東三条殿 ※

東三条第

憲仁親王
土御門東洞院第（自前邦爾［36］）

@面寺殿（後白磁37］）

邦綱は蓮宮権大夫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　　⑫

七条殿 後白河碑所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑲

六波羅第 平編盛第［38］／清盛は外祖父　　　　　　　　　　　　　　0

閑院 ※

言仁親王 土御門東演院第（藤原邦鋼〔39］） ※

法儲口殿（後白河［40］） ④

五条東洞院第（藤原邦網［41D ※

＊1＝邸宅は使用した顧に示した。同じ邸宅の場合、後のものは省訂した。

＊2：右蟻の紀号は、○が外戚（母の親及び同母兄弟）、⑧が院、◎が春宮坊官人による邸宅提供を示す。※は移動時皇居であった

　　もの、あるいは天皇が同時に移っているもの。
＊31寛弘2．llf27まで居住の可能性あり。ただし、棄三条の本院と南院に別れていた町能性はある。

［コは主な典拠：［1］御康（天暦4．7／23＞［2］御産（天徳3．3／8）［3コ大鏡［4］紀賂（爽元1．11〆2）［53紀賂（嚢元2．3／26＞［6］紀

略（寛和2．7〆16）　［7］院号定部類鐸己（IE雁輩2，1工／3）　［8］権霧己（長1吊2，12／2＞　〔9］紀費各（長保4．8／14）　［IO］紀略〔寛弓ム3．3／4）　〔11］御

糞（寛耳ム6．10／14）　［12コ紀慶昌（寛弓ム6，10／22）　［133機書己（寛弓ム7、4／10）　［14］紀略（實二弓ム応．10〆22＞　［正5｝紀旨答（長和3Af9・7／22＞含’1、

（長和3．4／9＞　［16］ノ」、（長和3．4〆9＞　［17］紀鍵各（長掬3．7／22）・ノJ、（長手04．9／20＞　〔18｝紀籍各（畏和4．9／20）　［19］暮（畏F醤3．12〆26）

［20】扶桑（長暦4，9／10）〔21］瀞（長暦4．9／9）［22］猛年代・扶桑（天理1．11／6）［23］扶桑（延久3．10／4）E24］挟桑・十三（延久4．

12／16）　［25］平戸（寛ヲ己3．8／26）　〔26］百（承麿4，2／14＞　［27コ水（承暦4．le／24）　［28］aS（永｛呆2．3／25＞　［29］為（康和5．8／1）　［30］

中（康和5．1／25）［31］中・上皇（嘉保2．10／28＞〔32］中・．ヒ壁（畏治L？／1…）［33〕中（嘉承2．1／15＞［34｝平戸（寛元3、8／26＞［35］

兵（久寿2．12／26＞［36｝兵・遙（i二安1．ll／3＞［37］玉（仁安2．2〆1：）［38］山（治承2．7／28・4．11／26）［39〕山（治承3．6／12）［40］山

・…E（治承3、6／五7＞［41｝玉・齎〔治承4．i／10＞
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平安時代の皇太子在所．と宮都（中町）

（図の見方と注意）

・図の横軸は時間の経過、縦軸は場所を示す。横軸の瞬盛りの取り方は各図で異なるので要注意〔不均等．部分は閨月を含む〕。また、
横線はその場所への滞在、縦線は移動を表す。な．お、線が途切れているものは移動日や滞在期悶が不明なものである（典拠番精があ

　る場合は、その時点までは滞在して．いたであろう’ことを示す、番号が．付されていなければ線の長さは便宜的なものである〕。
・同一の．邸．宅は同じ高さに示す。ただし、複数．の邸．宅を同．．．・の高さに示していることも．あるため、どの邸宅を指すかは図心の表示や各

図下の説明を参照のことG
・邸宅の名称は、混乱を避けるたあ、複数ある場合でも統一して示したものや（例：道長土御門第は上東門第（院）、京極第（院）ともい
　うが全て土御門第と表記1、判別しやすいように補った名称を用いたものもある。各図の説明においては統．一・していない（典拠とす
　る史料にある名称の一・っ．をとるが、官位や氏姓．を省略したものやわ．か．る範囲で人名に幽したもの、邸宅名を補ったものなどあり）。
・芋杜への参詣、2・3日内で元の場所．に戻る行幸・行啓は原則として図示」なかった、また、短期聞で戻っていると思われる方違等
で愚論の不明なものも除いたa

・各図の説明中の◇は当日その場所に滞fEしたことを、→は当日移動したことを表す。丸囲みの数字（①など）は閏月を表す。
・［　ユ内は主な典拠．

図1憲平親王

内裏

桂芳坊

4

s
＿1師．輔第
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揺

瓢
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疋暦4　　5　　　6　　　7　　　3　　　9　　　⑩　　天徳1　　2　　　3　　　4　　応和1　　2　　　3　　　庫保t　2　　　3　　　4

1＝天暦4（950）5！24◇逮規宅（憲平誕生）［紀賂・御産］　2：7t］O．→中御門家（野鴨・安子）［御産］　3：．7123◇師輔東．．一条第（憲平立太子）［．御
産］　4：【0／22叫桂芳坊（悪．平・安子）［気嵩・酉］　5．＝天暦8（954）4！23→．内裏（憲平）［紀略］　6；天徳3（959）l13〈〉朱雀院（安子）［省略］　7
＝レ25一伊サ宅（小一一t条殿とも1に．一条宅とも）（憲平・安子）［紀略・御産α！25・3／S＞］　8＝61】6→内襲（安子）［紀賂・御産］　9；4（96【｝）5tto一・

けfP’一条宅（安．子）亡紀略・扶朶．］　10；9i23【内旨焼亡】→職曹司（村上・憲平）［紀略・扶桑］．11；1U4→冷泉院（村．上・憲平）［紀略］　12：

12115　一束i峯（安子）［紀略］魔　　13　：応和　1（961）613→冷勇ミ院（安チ〕［紀略］　　14：lV20．→内襲（季’t上）［紀略］　　15　：　L2！17→．内裏（琴平・安子．）

［紀略］　16＝2（96ユ）】q／20→幽艶司（安子）［紀略］　17；．3（963）レ2→兼通堀川宅（．安子）〔軍略］　18＝2！23→内裏（安子〉［．胆略ユ　19＝4

（964）4129◇主殿寮（安子崩御）［紀略〕　20＝．5々→左近衛府（憲平〉［紀略・西］　21；7t9一内裏（憲≦lz）〔紀賂・西］　22；廉保1（964）H17→
左近．衛府（憲平）［紀略］　23＝2〔965）3／4→内裏《憲平〕［紀略］　24：3！23→左近衛府（憲平〉［紀賂］　25：4（％7）5125◇内裏（村ヒ崩御・憲
平践詐）［紀．略・践柞コ

・　［紀略］康保i．5t3条に「東院者皇后．預、在東院束路与待賢門路之宅ユとあり、当院は東一条第またはそれに付属する邸宅をさす可能
　性あり

図2師貞親王

内裏
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1：安和2〔969）8t13◇内裏（守平践．＃｝／◇一・条．第（師貞立太’r一）［紀略・践柞］　2＝Ili23→内裏（師貞）［下略］　3；天延3（975）4t8一左近
衛府（回訓）［紀略］　4：7！．13→内裏（師貞）［紀略ユ　5＝4（976＞3／16左近衛府→内裏〔師貞）［紀略］i　6：S川【内裏焼亡】一職曹司（円融）

／→左近衛府（師貞）〔紀略］　7：貞元1（976）7／26一策通堀川第（円融）［紀略・帝王］　8；lli20→園院（師団）［紀略］　9＝2．（977）7！29一内
裏（円融・師貞）［．電略］　10r犬元3（980）ILI22【内裏焼亡1→職曹司（円融）［．紀略］　11；12t21→太政官庁（円融〕［紀略］　12：4（981）7／7
→四条後院（円融）［飛翔・百］　13；911」→霊魂司．（円融）／一左近府（師貞）［紀略・小目］　14＝10t27→内裏（円融・師貞）［紀聞〕　15；5
（9S：2＞［1／17【内裏焼亡】→．職暫司（円融〕．／→内教坊（師貞．）［獣心］　16；12i25一・dV，」1］院（円融〉〔紀略｝　17＝永観2（9＆4）．3tlS◇閑院（師貞）

．［紀略］　18：8127◇堀河院（円融譲位）／閑院→堀河院（師貞践詐）［紀略・．践粋・．百］

■　天延．3．1V5以前に左近衛府［紀略］
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図3居貞親王
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1：寛和2〔9SS〕6／23◇内裏（懐仁践昨）［践柞・扶柔］2＝7t．L6◇（東三条）南院第（居貞立太子．）［三略・立坊］3；3｛9S7）li2◇内裏〔居貞）〔小ユ
4；長徳1（995）9t5一・上東門院京極第（居貞）［為（康和5．8／21）］　5；2（996）7tZO◇内裏（居貞）［小］　6＝長保1（999）6t14【内裏焼亡】→太政

宮（一条．・居貞）［紀略・本朝］　7：6116→一条大宮院〔一条〉／→修理大夫曹司〔居貞）［紀略・本朝］　8：718→東三条（胤貞）［小（7t7）］　9：2

（IOOO）10M→内裏（一条）［紀略・権記．］　10：12113→内裏（居貞）［紀略・権記］　11：3（10σ1）11t18【内裏焼亡】→職御曹司（一条｝／→．縫
殿寮（左近弓場とも）（居貞）［紀略・権贔］　12；tti22一．・・．・条院（一条）／→東三条院（居貞）［紀略・権記］　13；4．（IOO2）9tt4一大夫道綱大．炊

御門司（屠貞）［紀略・本朝」　14＝5（IOO3）IOrs．→内襲（一条・19貞）［紀略］　15＝寛弘2（1005）ll／15【内裏焼L一］→太政官朝所（一条〉／一・
桂芳坊（居貞）［紀略・小］　16：H！27吋東、；三条院〔・条）／→東三条南院（屠貞）［御堂・小〕　11；3〔lec）6）3i4一一・条院（・条）／→枇杷殿（居
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12t2→一条院別納庁（居貞）［紀略・権記］　24；8（1011）6tt3．◇一条院．〔一条譲位）．／一条院別納庁ヵ司一条院（居貞践詐）［権記・践扉］

※東三条と南院、．一・条院と別納庁はそれぞれ図巾では区別しなかった
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寛弘e　　　　　　　　長和1　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　　5

1：寛弘9（10H）6／13一条院（居貞践詐）一・東三条第〔三条．）／（敦成立太子〉［紀略・権記・践．詐ユ　2：8tll→内裏〔三条）［紀略・権記］　3：
IQt16　・条院→内裏〔敦成）／別納→枇杷殿（彰子）．［紀略・権記］4＝gqO12＞618→土御門第（彰子）［’1・］．51718→枇杷殿（彰子）［紀略・小］
6＝長和3（to14）2！9【内裏焼亡1→太政官朝所（三条）／→弁曹司（敦成）［紀略・小．］　1：2／20→松本曹司（三条）／→造曹司（敦成）［紀略・
小］　8＝3t22一頼通高倉第（彰子）［小・紀略（312e）］　9＝4tg→枇杷殿（三条）／→権大夫頼通上煎．門家（高倉殿）（敦成）［紀略・小］　10．：7tz2
→道長．ヒ東門窮（敦成〉［紀略］　11＝1聖！17◇土御門第（彰子）［小］　12＝4（10！5）9／20→内褻（三条・敦成）［紀略・小］　13＝11／17【内裏焼

亡】→松本曹司（三条）／→太政官朝所（敦成）［御堂・小・紀略］　14：ll！19一・概杷第（三条）／→上御門窮〔転成）［小・紀略〕　15＝5（1016）
lt29◇撹杷第〔三条譲位）／◇上東門第（敦成践詐）／◇上東門第（彰子〕［百・小・御堂］
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平安時代の皇太子在所．と宮都（中町）

図5仲良親王
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電仁1　　2　　　　3　　　　4　　治安1　　　1　　　　3　　　万奔1　　2　　　　　　　　　　　長元5　　　T　　　　e　　　　9

1＝寛仁1（1017）8／9◇一条院（敦良立太子）［立坊・小・御堂］　2；2（1018）4mg→内裏（後一条・敦良・彰．子）［御堂・ノ）・・左］　3＝3（10］9）31Z2

→上東門第（彰子）［小］　4：4tll’一・内裏（彰子）［小］　5：治安2（1022）7！8◇．上東門院（彰子）〔左］　6；3（1023）5126→内裏（彰．子）［小］　7

；6t［9内裏．→（彰子）［小］　8；S月◇土御門殿（彰子）［栄花〕　9＝1129◇内裏（彰子）［小］　10：12！】．6→上東門院（彰子〕［小］　11：．斗

（1024）4！7→内裏〔彰子）［紀略］　12；5／2→上東門第（彰子）［紀略］　13＝彰子はこの接も内裏、土御門第、高陽院などを移動するが省略
14：長元9（1036）4117◇内裏（後一条崩御・敦良践詐）［左・紀略・践称］

※万寿2年から長元6年の問に省略を入れた

図6親仁親王
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藁暦1　　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　長久1　　　　　　2　　　　　　　3　　　　　　　　4　　　　　　寛徳1　　　　　　2

1；長暦1（1037）8tt7．ヒ東門院→内裏（親仁立太子）［為（康和5．St17｝・扶桑12：9！5→上東門院（親仁）［行親］　3＝10t23◇高陽院（彰子）［行
親］　4＝1217◇院｛」＝御門第ヵ）（親仁）［行親］　5；12ti8◇土御門第．ヵ（親仁・彰子）［行親］　6＝2〔1038）ll9一内裏（親仁）［扶桑］（［栄花］

では【．1．2t27に内裏へ移動）　713月→内裏（彰．子）［栄花］　8：3（1039）6！27【内裏焼亡】→太政官朝所（後朱雀）／→大膳職（親仁）［百・扶

桑1　9＝6ρ8→上東門院（親仁）［扶柔］　10；7i13→上東門院（後朱雀）［百・扶柔P111；12／26◇憲房宅（親仁）／→憲房宅（彰子）［響］
12＝4C1040）IM◇東北院〔彰子〉［扶桑〕　13＝919【土御門第焼亡】→故惟憲陽明門第（後朱雀）／◇故惟憲陽明門第（親仁・彰子）［春・扶
桑（9ito）］　14＝91】8→御堂〔法成寺〉（彰．子）［春］　15＝10／22→教通；条第〔後朱雀）／◇憲房宅（彰．子）［春・扶柔］　16；長久2（IG41）【2／19

→内襲（後朱雀・親仁）［扶桑・公卿・十三］禽2　1713．〔to42＞12t8【内：裏焼亡】→太政官朝所（後朱雀・親仁）［百・扶桑〕　IB：4（1C43）3／23→一
条院（後朱雀・親仁）［百・快桑］　19．：10tlO行任家→上東門院（彰子）［上右］　20＝12t1【一条院焼亡】→高陽院（後朱雀）／→．京極殿（親
f：二）［扶．桑・百・栄花］／［栄花］によれば彰子は高陽院　21；12／21→東三条院（後朱雀）［百・扶朶ユ　22：寛徳2（104S）1／16◇東三条（後朱雀
譲位）／上東門院一・東三条（観仁践詐）［践詐・堅年代・園太暦偵和4．gβ）］

糞1　［栄花］巻第．34によれば彰子は6！2？には御堂、7／13には京極殿、また、その間に憲膓家を在．所とする記載がある
’Z　［百ユでは上東門院より遷御となっ．ているが取らない．また、［扶桑］には天呈．の移幸に「親仁親モ尽従ユとあり，天皇と共にあった
　ようにもとれるが、皇太子が二条第に居住した形跡がないのでここでは．別所からとしておく
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図7尊仁親王
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寛徳2永承12　　3　　4　　5　　6　　r　天喜1　2　　S　　4　　5　康平1　2　　3　　4　　5　　5　　7　治暦12　　3　　4

1；寛徳2（1鱗5）Ulfi◇東三条（親仁践詐）→上褒凹（後冷泉）［践酢・塾年代・園太膚（貞和4．grs）］．／→閑院ヵ〔尊仁立太子）［春］　2＝寛徳2．

～永承1◇閑院（尊仁）［栄花・来宮（永承i．11t22）〕／◇閑院ヵ（．禎子｝［栄．花ユ貢　3＝寛穂2（］045＞6！【3→太政官朝所（後冷衆）［百］　4rS／2’7→
慕極院（後冷泉．）［百㈲】3＞］　5＝12／1．6一太政富朝所〈後冷泉）［百・扶桑］　6．＝3（1046）2t2S【太政官朝所焼亡】一i大膳職（後冷泉）［百〔orlS｝・

扶桑］　7：414→教通二条第（後冷泉）［百・扶桑］　8；永承1（IO46）10／8→内裏（後冷泉）［百・扶桑〕　9＝1レ22→．肉裏（尊仁）［東宮・．ヒ右・扶

朶］　10：3（1〔j4S〕11f21内裏焼亡】→太政官朝所（後冷泉）／→閑院（瞭仁）［十三・扶桑］　11＝11ノ】O→京極院（後冷泉）［百・1・三］12：4
（le49）6／23【閑臥焼亡】◇閑院（晒蝋・．禎子・）［百・十GLユ　13；6（105E》6〃6→太政官朝所（後冷泉）［十．三］　14；7t’IT→大膳職（後冶泉）［十

π・扶桑］　15；7t19→．冷果院（後冷泉）［百・扶桑］　161天畜1（to53）8mo→高陽院（後冷泉）［百・・．1．・三］　171H！6【能長三条第焼亡1◇
能長三条第（尊f：）［亀年代・扶桑］　16＝Z〔正054）レ8【高腸院焼亡1→冷泉院（後冷泉）［貞・侠桑〕　　19：2t16→頼通pq条宮（後冷耗と｝E百・十

三（or14）］　20：9／22．→一L東PEi院（後冷泉）［r争十三］　21：！218【土御1］E］第焼亡】→長家三条第〔女院御在所）（後冷泉）［百・扶桑］　22：

12i2S→四条宮（俵冷泉）［百・扶桑］　23＝g（10S6｝2！22一一’ft院（後冷果）［百（2／21〕・十三］24：康平2（10S9）レ8【．一一条院焼亡】一上東門院．
室町第（後冷泉）［百・十三・扶乗］　25＝2！9→．頼通三条第（後冷泉）［百・十．一月　26；3（1060）81【1→高陽院（後冷泉）［酊・扶桑］　27；治暦1
〔且065）i2／9◇帰院（尊仁）［一．・代・親王］（8／13も閑院ヵ［f’．二和寺御傳ユ）　28；4（IO69）4i19◇高陽院（後．冷泉崩．御〉／閑院（尊腰細群）［扶桑・百・

践酢ユ

±　氷rk　3．3t13．には菰子内親里は閑院を在所．としていることがわ．かる［春］

図8貞仁親王

一飲三条天皇一貞仁親王

三条大宮第
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e
師転宅

延．久1　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　　　　　　　　5

1：延久1（1069）4i28大宮第一・閑院（貞仁立太子）［十三・土宿・為（廉和5．8117）］　2：6t21→高陽院（後三条）［百・扶桑］　3：712．◇閑院．（閑院
から高陽院へ参：観）（貞仁）［．｛．・三・挟桑P4；2（IO7e）Mt17→四条宮（後：三条〕［1．三］5＝3（IO7r．）Si28→内褻（後三．条）［十三・扶桑］6；
LOt4菱縫源師忠宅一左近衛府（貞仁）［扶桑］　7＝．［Ot13→内褒（貞仁）［扶朶3　8；4（1072）IUS◇内裏（後三条譲位・貞仁践＃）［百．・快桑・践

祠
露貞仁は延久2．2／26に閑院に行啓とある（［扶桑］）ので、それ以前に他所に移動か（［f三］では「行幸閑院．観母儀、塾太子雇従」とあり）
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平安時代の皇太子在所と宮都（中町）

図9実仁親王
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延久4　　S　　　承保1　　2　　　　3　　　承暦1　　1　　　3　　　4　　　永保1　　2　　　3　　　応徳a　　2　　　3

1；延久4〔Io72）12！9◇内裏（貞仁践詐〉／◇内裏ヵ（実仁立太子）tl［百・扶桑・践＃］　2＝12！16→教通．二条第（後三条・実仁）〔扶桑・十三・
為］　3：5（1073＞118◇信長二粂亭（被子）［為］　4：4／7→源商二二〔三三条）．［扶桑ユ　5＝5〃◇高房大炊御門亭（二三条崩御）［百］　6：9！且6

→頼通商倉第（白河）〔百・十三・扶朶ユ　7：6（正074）6tt．6→内裏（白河）〔十三・扶桑J　B；承保2（1075）8it4→高陽院（白河）［十三・扶桑］　9
＝Si16◇閑院（実仁）／◇閑院ヵ（禎子）［平戸（寛元．3．or26）］　10＝3（1076）12121→六条皇居（自河）〔百・十三］　11；4（1077）Ul　1◇束帆条第

（禎子〉［十三・公卿］　12．：9t16【三条東洞院焼亡1一閑院（禎子）［水】　13＝．9i18一三条万里小路〔禎子）［水］　14；10i9一高欄院（白河）
［水・一1．・三］　15：承暦IC【077）⑫々5→内裏（白河）［十三・水〔⑫M3．）］　1．612（107S）8tg◇閑院〔実仁〉［兵（久寿2．1211）］　17：9t2ア．→高陽院
（白河）［百・扶桑］　18：H／25→内裏（白河）［十三（12／25）・扶朶〕　19＝3〔1079）1U4◇内裏ヵ（白河）［水］　20：4（1080）1〆6◇商陽院（白河）

［水］　21；2！6【高陽院焼d→内裏（白河）［甫・十三・扶桑］　22：2！14【．三条坊門室町焼亡】→開院（実仁・禎子）［百・扶桑］　23r3110→
参議第t．2．（白河）［十三］　24＝．4t23→師実堀川第（白河）［十三・百］　25：4128＝→西洞院内裏（俊綱宅）（白河）／◇閑院（実仁｝［百・帥］　261

51H→堀川第（白河）〔帥・百・水ユ　27；St17二条室町→讃岐守姉小路宅〔禎子）［水］　28＝10123【粥院焼亡】4南御堂（実1＝二）［水］　29＝
10／24一・前斎院冷泉院窟小路（実仁）［水］　30：［．li3→内裏（白河）［1・三・水］　31：永保1（1081）8iLO小野宮一→内裏（実仁）［為・水］　32：

s123→小野宮（実仁）［水・為］33；9121姉11・路→二条室町御所（禎子）［水］招　34；2“082）3／25→実政四条坊門第（翼仁）〔為］35：7！29
【内襲焼亡】一→六条内裏（白河）［・卜三・扶朶］　36：grs→堀河院（白河）［百］　37；3（］083）レ7→六粂院（白河）［優二．条・十三］　38：II12

→．堀河殿（白河）［後二条・十！（ltll）］　39＝2i9→六条院（白河〕［後二条］　40；3il→堀川院（白．河）［後＝条・十三］　41＝白河天壁は二の
後もしばしば六条院へ（9i17一．IOnS一・1　V2．］2A一・12ノ乏，12／20～1Z！24）42：4（IGS4）1！2Z→六．条〔白河）〔公卿］　43：応徳1（10S4）2！11一・三．条殿（．白

河）［後二条・百・十三］　44＝6t5吋堀川院（白河）［水・後二条］　45＝6tt5・吋三条内裏（白河）［公卿・年中］　46＝2（1G85）1U8場所不明（実仁
褻去）［為・百・扶桑］　47：．3（1086）1レZ6◇三条院（内河譲位）／大炊殿→掘河院（簿仁立太子・践＃）［践蒜・扶桑・皇年代］
禽1　［扶桑〕や〔為1によればE2116に実仁も内裏から移動。従って．立太子も内題か

t2　史料には「参議師上卿第」とあるが．当時の参議に該当．人物はい．ない，源師忠第か。なお、酉洞院宅と同じ邸宅の可能性あり
t3　［親王］から寛治L612に陽．明門院：御在所は「・：：条北室町東」であることがわかる。それと二条室町御所が同じ邸宅であると解し、
　この後も同邸宅に居住したとしておく
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鳥羽殿

康和s　　　　　　　　　　長治1　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　嘉承1　　　　　　　　　　　　1

1；康和5（HO3）Li16◇五条北高倉西頭隆宅（宗仁誕坐）［中・璽憲ユ　2＝112S→院御所高松（宗仁）［中・為〕　3＝8t17高松第→高陽院（宗仁
立太子・自河）［殿・為・本朝］　4；8t26一議松殿（白河〕〔為・本朝］　5＝8Mア→高松殿（宗旨）［為・顕隆・本朝〕　6：長1台1（lto4）711t一推実
±二御門亭（白河・宗仁）［中・．ヒ皇］　7＝12／5→堀川院（堀河）［中・殿・百〕　8；L2127→大炊殿（白河）［殿・中・上皇］　9＝2（110S）6！S→内裏
（堀河｝［殿・中］　10＝IM5吋内慶く宗仁〉［殿・中］　11＝3（：106）ン7→土御門亭（宗仁）［中］　韮2＝嘉承．1（UO6）4127→内襲〔宗仁）［巾・永〕

13：9／17→】二御門殿（三一）［中・永］　14：12／25→堀川院（堀河｝［殿・中・永］　15；Z（］：07）li15一大炊殿〔白河・宗仁）［殿・中・上駐］　16：
3／5→烏羽（堀河）［縢・中・百］　17＝318→堀川院（堀河）［殿・中・百］　18＝71［9◇堀河院（堀河崩御）／◇大炊御111東洞院亭（宗仁．践柞）［殿・
中・践剰…］

※白河院に関しては移動が非常に頻繁である．ため．在所として用いられている主．な邸宅を同時に噸数示した
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図11体仁親王
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保延5　　　　　　　　　　　　　　　e　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　永治1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　康治1

1：保．延5（1139）5i且◇八条室町（鳥羽）［台］　2＝51i8◇八条殿ヵ（体仁誕生・得．子）［台CSt20．z2，24｝ユ　3：6rz7八条室町→1］・六条（体仁｝［台］t

4＝8117場所不明（俸仁立太丁一）［百・．．i．一三］5＝gn7→ノ1・六条殿（体仁）［十三］　6；6（l140｝10X12◇白河殿（鳥羽）〔占’今コ　7；1V4→土御門

内裏（崇徳）［百・類楽］817（lt4DVI7→烏羽（鳥羽）［三条］9：1127．→白河殿（烏羽）［三条110：2～25◇八条東洞院御所（この目石清
水八幡宮へ〉〔鳥羽・得子）［兵］　11：3／3→白河新御堂御所（鳥羽・得子）［上皇］　12；3〃◇三条北西洞院（．体仁）／◇白川殿（鳥羽・得子）

［兵］　13＝3i8→烏羽（鳥羽・得n［兵］．14：永治1（1141）tOt26◇三条北西澗院束第（体仁）［平戸（覧元3．ev26）］　15＝正2／2一土御門殿（体
仁）［十三］　16；12〃◇七御11［」殿〔崇徳譲位・体仁践詐）［百・践詐ユ

※白河殿・鳥羽殿内での移動は省略した
禽　八条案町と体仁の誕生した八条殿は同じ邸宅であ．る可能性あり
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久寿P　　　　　　　　　保元1　　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　3

1；久寿2（1155）7〆24◇高松殿（推仁践柞）［兵・山・践柞］　2：9i23→鳥羽南殿（守仁立太子）［兵・台・山1　3；IOMO一・一本御書所（後白河）
〔兵・］」］　4＝Ilt26→高松殿（後白河）［兵・台．・山ユ　5＝r2！】烏羽南殿一・高松内婁（守仁）［兵・台・1．1．1］　fi＝12i14→烏羽殿（守仁〕［兵・台〕　7

：　1226→大進惟．方四条高倉家（守仁）［兵］　8＝3（■156）2／5◇鳥羽南殿（守仁）．［兵・山］　9＝3rs烏羽田中殿一四条高倉惟方家（守仁〉［兵］

10＝3／29→鳥羽殿（守仁）［兵］　11：保元皇（1156）7i2◇烏羽安楽寿院（鳥羽崩御）［兵・百］　12；9i25《〉島羽南殿（守仁）［兵］　13；11i29◇
四条高倉（守仁）．［兵］　14：2〔1且57）【VI9◇商松殿（守仁）［山〕　15＝6〃◇商．松殿（四条高倉より入内t）（守仁）［兵］　16＝7／6→東三条殿．
（後向河・守仁）［兵］17：819一高繕〉殿（後白河）［兵］18；tOt8→内側（後白河・守仁）［．兵］19：3（目58）411→高松殿（後白．河・守仁）［兵］20

；4i26一鳥羽殿（役白河）［兵］　21　r　513→高松殿（後白河）［兵］　22；6t21→内衷（接白河）［兵］　23；7i22帰春［殿一条．1ヒ辺堂（後白河）
［兵〕　24＝7／23一・高松殿（後白河）．［兵］　25；StlO一内裏（後白河・守．仁）［兵・山］　26：8tll◇内裏（後白河目白・守仁践＃）［兵・山・践群］

※鳥羽殿内での移動は省略した
t「：春宮御在所四條高倉、依今日悼、近督人内了」（史料大成本）と．．あるが、「近曹」は「近曾」か．この口以前に移動した．と解した
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平安時代の皇太子在所と宮都（中町）

図13憲仁親王
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仁安1　　　　　　　　　　　　　　　9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3
1＝仁安1〔l166）10〃O　Pt11．1．．ヒ条末御所→束三条亭（憲仁立太子・後白河・滋子）［兵・玉］　2；LOi21→内1盤（六条）／東三条第→東山殿（後白i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4：11／7→七条殿（後自担D．［兵・＿ヒ皇］（2．U13一］116河）［兵］　3＝n13→邦綱上御門東洞院家（慾仁）／→鳥羽北殿〔後白河）［兵’f’・ヒ皇】
にも鳥羽殿［兵］）　5：12116→氣三条殿（憲f．＝）［泰．親q2n；）〕　6：1Z／24【東三条第焼亡】→邦綱土御門亭〔憲仁〕［百・泰親エ．7：2（1167）
li19七条川源上御所→東山殿1法「1三寺殿）（後白河・滋子・）［兵・．II【1洞ユ　8．：112Z　t五条殿（六条）［兵］　9：　2i11→法住寺殿〔憲f二）［ltt］　10；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13＝⑦i15◇七条宋殿（後白河）［兵］14　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12；7ノ！O→1⊥1科殿〔後白i可）［兵・仙唐同ユ5／19→」．二御門殿（六条）［兵ユ　11：7〃→内襲（六条）［兵］
＝813一一・lih羽殿（後白河・灘子・）［兵］　15；8／10→伏見殿（後1「河・滋子）［兵・仙1同］　16：9／L3伏見院殿→（還御）（後白河1［兵ユ　17＝8127→

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19；9（27【五条殿焼亡】→上御門高倉殿（六条）fi．条殿（六条）［兵］　18：Y／t5◇法野寺殿（この口熊野御精進屋に渡御）（後自河）［兵］
［兵．・下・百］　20＝9t30→内裏〔六条）［兵］　21：3（116S）1／29→高倉殿（六条）〔兵］　22：2！t9◇土御門高倉（六条譲位）／東lh七条御所→

閑院（．憲仁践柞）．［兵・玉・践詐］

※法住詐殿・．．ヒ条殿間の移動は省略した
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鼈齠 ｿ子

治承2　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4

1、治承2q178）11／12◇六波羅（剖＝誕生）［］三・山］2・12115◇六波羅第（副二立太．子）［玉］3・12t22一欄院聴子）［：E］41i2t2・9一欄

鵯騰］，，，二二躍10「15腕綿食管轟、門歯1唱院9’”：…雛漏繍薯雛野、穐難南翻違君
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14＝2！且6→閑院（高倉）［山・三E・：［0110→八条殿（徳子〉［1」．レ玉］　1．2：1115→闊院（徳子）［1．1」ユ　13＝4（H80）V！O→五条．東洞院亭［玉・百］

百］　15：2！21◇閑院〔商倉嬢1立）／◇五条東洞院（言仁践柞）［山・玉・践昨］
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The　Political　lmportance　of　the　Dwellings　of　Crown　Princes：

　　　　Reflections　on　the　Significance　of　Court　Geography

by

NAKAMACHI　Mikako

　　This　monograph　explores　the　political　significance　of　changes　in　the　location　of

dweliings　for　crown　princes　and　the　geography　of　court　ar｝d　capital．

　　Crown　princes　initiaily　resided　in　their　own　specially　desigr｝ated　quarters　（togu

東宮）10cated朗thin　the　larger　palace　compound．　In　the　tenth　century，　however，

伽sresidence　was　pemlanently　moved　inside　the　emperor’s　pa至ace（dairi内裏），

even　though，　the　crown　pr血ce　cont血ued　dwelling　in　the　Iarger　palace　compound

as　before，　irrespective　of　the　identity　of　the　crown　pririce．　From　the　late　tenth

century　downword，　however，　the　emperor　tended　to　abandon　residing　in　the

‘of且cial’palace，　choosing　instead　to　dwen　in‘provisional’palaces（sato　dairi、里内裏）．

The　dwellings　of　crowR　princes　were　not　always　located　in　‘provisional’　palaces，

and　were　instead　designated　on　the　basis　of　relations　with　the　emperor，　retired

emperorS，　the　mother　of　the　crown　prince，　or　other　kinship　ties．　From　the　late

eleventh　century　onward，　crown　princes　no　longer　invariably　lived　in　the

emperor’s　dairi　compound，　even　at　times　when　the　emperor　conimued　to　reside

there．　Thus，　the　designation　of　the　dwelling　of　the　crown　prince　served　to

strengthen　the　ties　of　crown　p血ces，　and　to　highlight　their　political　importar｝ce．　To

conclude，　the　eleventh　century　changes　in　the　residences　of　crown　princes　reflects

a　relative　weakenir｝g　of　the　central　palace，　and　represents　a　further　cmmbling　of

the　rigid，　geometric　geography　of　the　ancient　（ritsuryo）　capital．

（600）




